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事
実
の
概
要

　

本
件
は
、
社
会
的
な
耳
目
を
集
め
た
い
わ
ゆ
る
﹁
福
岡
飲
酒
運
転
三
児
死
亡
事
故
﹂
の
上
告
審
決
定
で
あ
り
、
被
告
人
が
、
刑
法
二
〇
八

条
の
二
第
一
項
前
段（
平
成
一
九
年
法
律
第
五
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
、以
下
同
じ
。）の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
で
あ
る﹁
ア

ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
た
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
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危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

　

事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
人
は
、（
一
）
本
件
事
故
現
場
へ
の
運
転
開
始
前
に
飲
ん
だ
酒）

1
（

の
影
響
に
よ
り
、
前
方
注
視

お
よ
び
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態
で
、
夜
間
、
最
高
速
度
が
時
速
五
〇
㎞
と
指
定
さ
れ
て
い
る
見
通
し
の
よ
い
ほ
ぼ
直
線
の
海
上
の
橋
（
以

下
、﹁
大
橋
﹂
と
す
る
）
上
を
、
普
通
乗
用
自
動
車
を
時
速
約
一
〇
〇
㎞
で
走
行
さ
せ
、
も
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転

が
困
難
な
状
態
で
自
車
を
走
行
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、折
か
ら
、前
方
を
時
速
約
四
〇
㎞
で
走
行
中
の
被
害
者
運
転
の
普
通
乗
用
自
動
車
（
以

下
、﹁
被
害
車
両
﹂
と
す
る
）
右
後
部
に
自
車
左
前
部
を
衝
突
さ
せ
、
そ
の
衝
撃
に
よ
り
、
被
害
車
両
を
左
前
方
に
逸
走
さ
せ
て
大
橋
か
ら

海
中
に
転
落
・
水
没
さ
せ）

2
（

、よ
っ
て
、被
害
車
両
に
同
乗
し
て
い
た
三
名
の
幼
児
を
そ
れ
ぞ
れ
溺
水
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
ほ
か
、運
転
者
（
夫
）

お
よ
び
同
乗
者
（
妻
）
に
、
加
療
約
三
週
間
を
要
す
る
全
身
擦
過
傷
等
の
傷
害
を
そ
れ
ぞ
れ
負
わ
せ
た
。
さ
ら
に
、
被
告
人
は
、（
二
）
上

記
の
被
害
者
ら
を
死
傷
さ
せ
る
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
の
に
、
直
ち
に
車
両
の
運
転
を
停
止
し
て
負
傷
者
を
救
護
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を

講
ぜ
ず
、
か
つ
、
そ
の
事
故
発
生
の
日
時
お
よ
び
場
所
等
法
律
の
定
め
る
事
故
を
直
ち
に
最
寄
り
の
警
察
署
の
警
察
官
に
報
告
し
な
か
っ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

被
告
人
は
、（
一
）
の
事
実
に
つ
い
て
、
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
危
険
運
転
致
死
傷
の
訴
因
（
主
位
的
訴
因
）
に
よ
り
、（
二
）

の
事
実
に
つ
い
て
、
道
路
交
通
法
上
の
不
救
護
・
不
申
告
（
救
護
義
務
違
反
の
点
に
つ
い
て
、
平
成
一
九
年
法
律
第
九
〇
号
附
則
第
一
二
条

に
よ
り
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
交
通
法
第
一
一
七
条
、
第
七
二
条
第
一
項
前
段
、
報
告
義
務
違
反
の
点
に
つ
い
て
、
道
路
交
通
法
第
一

一
九
条
第
一
項
第
一
〇
号
、
第
七
二
条
第
一
項
後
段
）
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
。
弁
護
人
は
、（
二
）
の
道
路
交
通
法
違
反
に
関
す
る
事
実
に

つ
い
て
は
認
め
た
が
、（
一
）
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転

が
困
難
な
状
態
で
は
自
動
車
を
運
転
し
て
お
ら
ず
、
脇
見
を
し
た
こ
と
が
本
件
事
故
の
原
因
で
あ
る
な
ど
と
し
て
同
罪
の
成
立
を
争
い
、
被

告
人
に
は
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
旨
主
張
し
た
。

　

一
審
の
福
岡
地
裁）

3
（

は
、
い
っ
た
ん
結
審
し
た
後
、
検
察
官
に
対
し
、
脇
見
を
過
失
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
お
よ
び
道
路
交
通
法
違
反

一
三
四
六
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（
酒
気
帯
び
運
転
）
か
ら
な
る
予
備
的
訴
因）

4
（

の
追
加
を
命
じ
、
そ
の
旨
の
予
備
的
訴
因
が
追
加
さ
れ
た
。
一
審
は
、
被
告
人
の
危
険
運
転
致

死
傷
罪
の
成
否
に
つ
い
て
の
判
断
に
あ
た
り
、﹁
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
単
に

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
を
摂
取
し
て
自
動
車
を
運
転
し
人
を
死
傷
さ
せ
た
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
う
﹃
正
常

な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
と
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
を
摂
取
し
て
い
る
た
め
に
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
状
態
で
も
足

り
ず
、
現
実
に
、
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
解
す

べ
き
﹂
と
の
解
釈
を
示
し
た
上
で
、﹁
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
状
態
で
マ
ジ
ェ
ス
タ
を
運
転
、
走

行
さ
せ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
件
事
故
の
態
様
、
事
故
前
の
被
告
人
の
運
転
状
況
、
被
告

人
の
飲
酒
量
及
び
酩
酊
状
況
、
事
故
直
後
の
被
告
人
の
言
動
、
飲
酒
検
知
時
の
被
告
人
の
言
動
並
び
に
被
告
人
の
呼
気
及
び
血
中
ア
ル
コ
ー

ル
濃
度
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
﹂
と
し
、
上
記
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
た
。

　

こ
う
し
て
一
審
は
、
総
合
判
断
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
被
告
人
は
、
本
件
事
故
前
に
相
当
量
の
飲
酒
を
し

た
上
で
加
害
車
両
を
運
転
し
、
本
件
事
故
を
惹
起
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
事
故
当
時
、
被
告
人
が
、
酒
に
酔
っ
た
状
態
に
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
し
な
が
ら
も
、
①
被
告
人
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
蛇
行
運
転
や
居
眠
り
運
転
等
に
及
ん
だ
こ

と
は
な
く
、
本
件
事
故
現
場
に
至
る
ま
で
現
実
に
道
路
お
よ
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
②
被
告
人
が
脇

見
運
転
を
継
続
し
て
い
た
区
間
は
ほ
ぼ
完
全
な
直
線
道
路
で
あ
る
上
、
片
側
一
車
線
の
車
道
幅
員
も
広
く
、
被
告
人
に
と
っ
て
は
通
勤
経
路

で
通
り
慣
れ
た
道
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
被
告
人
は
脇
見
を
し
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
言
え
る
こ
と
、
③
被
告
人
は
、
脇
見
運
転
の
継

続
中
も
加
害
車
両
を
走
行
車
線
か
ら
大
き
く
は
み
出
さ
せ
る
こ
と
な
く
運
転
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
漫
然
と
進
行
方
向
の
右
側
を

脇
見
し
て
い
た
と
は
い
え
、
進
路
前
方
に
対
す
る
注
意
を
完
全
に
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
た
と
ま
で
は
言
い
切
れ
ず
、
脇
見
運
転
の
事
実
を
も

っ
て
し
て
も
、
被
告
人
が
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
る
に
は
足
り
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
④
本
件
事
故
の
前

一
三
四
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後
に
お
け
る
被
告
人
の
言
動
中
に
は
、
被
告
人
が
酒
に
酔
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
が
存
在
す
る
一
方
で
、
被
告
人
が
い
ま
だ

相
応
の
判
断
能
力
を
失
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
も
多
数
存
在
す
る
こ
と
、
⑤
本
件
事
故
後
に
実
施
さ
れ
た
被
告
人

の
呼
気
検
査
の
結
果
、
担
当
警
察
官
は
被
告
人
が
酒
気
帯
び
の
状
態
に
あ
っ
た
と
判
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば）

5
（

、
被
告
人
の
酒
酔
い
の

程
度
が
相
当
大
き
か
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
故
当
時
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運

転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
一
審
は
、
事
故
原
因
に
つ
い
て
脇
見
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
な
ど
と
し
て
、
本
件
当
時
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影

響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
上）

6
（

、
予
備

的
訴
因
に
基
づ
き
前
方
注
視
義
務
違
反
（
脇
見
運
転
）
を
過
失
の
内
容
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
お
よ
び
道
路
交
通
法
違
反
（
酒
気
帯
び

運
転
お
よ
び
ひ
き
逃
げ
に
関
す
る
救
護
・
報
告
義
務
違
反
）
の
事
実
を
認
定
し）

7
（

、
本
件
事
故
に
お
け
る
被
告
人
の
過
失
の
程
度
の
大
き
さ
、

結
果
の
重
大
性
、
酒
気
帯
び
運
転
お
よ
び
ひ
き
逃
げ
事
犯
の
悪
質
性
に
鑑
み
、
被
告
人
を
当
時
の
処
断
刑
の
上
限
に
あ
た
る
懲
役
七
年
六
月

に
処
し
た
（
求
刑
は
懲
役
二
五
年
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
検
察
側
は
、
一
審
判
決
が
予
備
的
訴
因
で
あ
る
脇
見
運
転
に
よ
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
を
認
定
し
た
点
に
は
事
実
誤
認
が

あ
り
、
主
位
的
訴
因
で
あ
る
危
険
運
転
致
死
傷
が
認
定
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
、
他
方
、
被
告
人
は
、
一
審
判
決
が
認
定
し
た
業
務
上
過
失
致

死
傷
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
一
部
に
事
実
誤
認
が
あ
り
、
ま
た
、
懲
役
七
年
六
月
の
量
刑
は
不
当
に
重
す
ぎ
る
と
し
て
、
双
方
が
控
訴
し
た
。

　

第
二
審
の
福
岡
高
裁）

8
（

は
、
一
審
記
録
お
よ
び
証
拠
物
の
調
査
、
走
行
実
験
等
の
事
実
取
調
べ
の
結
果
お
よ
び
双
方
の
弁
論
を
併
せ
て
検
討

し
た
結
果
、
一
審
判
決
が
事
故
原
因
を
被
告
人
の
脇
見
運
転
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
破
棄
・
自
判
し
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
二
審
は
、
一
審
判
決
の
本
件
事
故
の
原
因
（
被
告
人
の
脇
見
運
転
）
を
除
く
事
故
態
様
（
①
被
告
人
が
本
件
事
故
直
前
に
衝

突
回
避
措
置
を
講
じ
た
こ
と
、
②
加
害
車
両
お
よ
び
被
害
車
両
の
速
度
、
③
被
告
人
が
被
害
車
両
に
気
づ
い
た
時
期
お
よ
び
地
点
）
に
つ
い

一
三
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て
の
認
定
は
相
当
と
し
て
是
認
で
き
る
と
し
た
が
、
そ
の
事
故
原
因
に
関
し
て
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
取
調
べ
の
結
果
か
ら
、
一
審
が

認
定
し
た
根
拠
四
点
（
①
被
告
人
の
脇
見
供
述
は
本
件
事
故
の
態
様
と
整
合
し
て
い
る
、
②
本
件
大
橋
付
近
の
道
路
状
況
に
照
ら
し
て
不
自

然
で
は
な
い
、
③
本
件
大
橋
の
直
線
道
路
に
入
っ
た
後
に
右
側
に
脇
見
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
助
手
席
の
友
人
と
会
話
し
た
時
は
、
い
っ

た
ん
視
線
を
前
に
戻
し
、
そ
の
後
、
再
び
右
側
に
脇
見
し
た
と
み
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
、
④
被
告
人
の
脇
見
供
述
が
自
首
し
た
と
き
か
ら

一
貫
し
た
も
の
で
、
脇
見
を
す
る
の
は
注
意
力
が
散
漫
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
被
告
人
が
脇
見
を
し
た
理
由
や
そ
の
状

況
を
具
体
的
に
説
明
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
合
理
で
は
な
く
、
前
方
が
視
界
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
被
告
人
な
り
に
説
明
し
て

い
る
）
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
し
た
上
で
、
被
告
人
が
、
本
件
事
故
直
前
、
二
％
の
横
断
勾
配
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
大
橋
上
を
時
速
一
〇

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
高
速
ま
で
加
速
し
、
脇
見
を
漫
然
と
進
行
す
る
こ
と
自
体
、
常
識
的
に
考
え
ら
れ
な
い
し
、
横
断
勾
配
に
よ
る
進
路
へ

の
影
響
に
対
応
で
き
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
が
特
定
の
対
象
物
を
み
て
い
た
の
で
は
な
く
漫
然
と
考
え
事
を
し
な
が
ら
脇
見
を

し
て
い
た
と
い
う
想
定
自
体
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件
事
故
原
因
を
脇
見
（
漫
然
と
考
え
事
を
し
て
い
た
場
合
も
含
む
）

で
あ
る
と
し
た
一
審
判
決
の
認
定
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
し
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
進
路
前
方
の
視
認
状
況
に
つ
い
て
は
、
控

訴
審
に
お
い
て
取
り
調
べ
た
実
況
見
分
調
書
か
ら
、
被
告
人
が
、
正
常
で
あ
れ
ば
遅
く
と
も
衝
突
九
秒
前
地
点
（
車
間
距
離
一
五
〇
・
三
メ

ー
ト
ル
）を
走
行
し
て
い
た
時
点
ま
で
に
前
方
を
走
行
す
る
車
両
の
存
在
を
認
識
で
き
た
こ
と
は
優
に
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
事
故
原
因
は
、﹁
被
告
人
は
、
本
件
大
橋
上
の
事
故
現
場
手
前
の
直
線
道
路
で
は
、
横
断
勾
配
に
よ
る
進
路
へ
の
影
響
に
も
か
か
わ
ら

ず
進
路
を
保
っ
て
進
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
方
に
視
線
を
向
け
、
⋮
相
応
の
進
路
の
調
節
を
し
て
い
た
と
い
え
る
﹂、﹁
被
告
人

は
、
先
行
す
る
被
害
車
両
を
遅
く
と
も
衝
突
約
九
秒
前
ま
で
に
認
識
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
が
、
被
害
車
両
に
間
近
に
迫
る
ま
で
の
八
秒
程

度
の
長
い
時
間
に
わ
た
り
、
被
害
車
両
の
存
在
を
認
識
で
き
な
い
ま
ま
進
行
し
て
い
る
と
い
え
る
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
を
合
理
的
に
説
明
す

る
と
す
れ
ば
、
結
局
、
被
告
人
は
基
本
的
に
は
前
方
に
視
線
を
向
け
、
正
常
な
状
態
で
あ
れ
ば
当
然
に
認
識
で
き
る
は
ず
の
被
害
車
両
の
存

一
三
四
九



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
三
六

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

在
を
認
識
で
き
な
い
状
態
で
運
転
し
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
事
故
態
様
か
ら
そ
の
原
因
を
考
え
る
に
、
本
件
の
事
実
関
係
の
も

と
で
は
、
飲
酒
の
影
響
以
外
に
は
特
段
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
結
論
づ
け
た
。

　

そ
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
に
関
し
て
は
、
①
被
告
人
の
飲
酒
状
況
、
②
飲
酒
検
知
の
結
果
や
事
故
前
後
の
被
告
人
の
言
動
、

③
飲
酒
が
人
体
に
与
え
る
影
響
等
を
踏
ま
え
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
否
か
﹂

を
検
討
し
、
①
②
に
関
し
て
は
、﹁
被
告
人
の
飲
酒
量
や
酩
酊
状
況
、
本
件
事
故
前
後
の
被
告
人
の
言
動
等
に
つ
い
て
は
、
概
ね
第
一
審
判

決
が
認
定
す
る
と
お
り
で
あ
る
﹂
と
し
た
が
、
③
に
つ
い
て
は
本
件
事
実
を
再
度
検
討
し
、
被
告
人
は
、
飲
酒
検
知
の
結
果
、
警
察
官
に
﹁
酒

気
帯
び
状
態
﹂
を
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
審
で
提
出
さ
れ
た
飲
酒
再
現
実
験
に
関
す
る
鑑
定
書
お
よ
び
医
師
の
証
人
が
い
う
、
本

件
事
故
当
時
の
被
告
人
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
中
〇
・
九
な
い
し
一
・
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き

る
と
の
主
張
は
、
再
現
実
験
の
五
名
の
被
験
者
で
も
相
当
の
差
異
が
あ
り
、
個
人
差
は
否
定
で
き
ず）

9
（

、
一
審
判
決
が
説
示
す
る
と
お
り
、
本

件
事
故
当
時
の
被
告
人
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
数
値
を
鑑
定
結
果
に
沿
っ
て
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
道
路
交

通
法
施
行
令
四
四
条
の
三
（
酒
気
帯
び
と
認
定
さ
れ
た
者
の
身
体
に
保
有
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
程
度
は
、血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・

三
ミ
リ
グ
ラ
ム
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
）
や
、
事
故
後
飲
酒
検
知
ま
で
の
時
間
の
経
過
に
伴
う
保
有

ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
低
下
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、﹁
本
件
事
故
当
時
、
被
告
人
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
血
液
一
ミ
リ
リ

ッ
ト
ル
中
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
上
回
る
程
度
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
認
定
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
二
審
は
、
次
の
よ
う

に
判
示
し
た
。

　
﹁
本
件
事
故
の
原
因
が
脇
見
運
転
で
な
く
、
被
告
人
が
前
方
に
目
を
向
け
つ
つ
、
遅
く
と
も
衝
突
前
約
九
秒
か
ら
、
直
前
に
間
近
に
迫
っ

た
被
害
車
両
を
発
見
す
る
ま
で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
前
方
を
進
行
す
る
被
害
車
両
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
本
件
事
故
の
客
観
的
な
態

様
を
前
提
に
、
被
告
人
が
上
記
の
と
お
り
相
当
量
の
飲
酒
を
し
、
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
な
ど
の
体
験
を
し
、
自
ら
酔
っ
て
い
る
旨
も
発

一
三
五
〇
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言
し
、
Ｈ
（
同
乗
し
た
友
人
）
か
ら
も
ふ
だ
ん
と
は
違
う
高
速
度
の
運
転
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
本
件
事
故
当
時
少
な
く
と
も
血
液
一

ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
中
〇
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
上
回
る
ア
ル
コ
ー
ル
が
出
る
程
度
の
危
険
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
こ
と
、
本
件
事
故
後
の
被

告
人
の
言
動
に
も
飲
酒
時
の
兆
候
が
出
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
本
件
事
故
当
時
の
被
告
人
の
状
態
を
考
察
す
れ
ば
、
被
告
人
は
、
歩
行
能
力

や
直
立
能
力
な
ど
の
運
動
能
力
自
体
は
異
常
と
い
え
る
状
態
に
は
な
か
っ
た
が
、
飲
酒
に
よ
り
脳
の
機
能
が
抑
制
さ
れ
目
が
正
常
に
物
体
を

追
従
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
視
覚
探
索
能
力
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
方
注
視
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
た
め
、
直
前
に
迫

る
ま
で
被
害
車
両
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
﹂。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
二
審
は
、﹁
被
告
人
は
、
自
車
を
走
行
さ
せ
る
た
め
の
相
応
の
運
転
操
作
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
前
方
注
視
を
行
う

上
で
必
要
な
視
覚
に
よ
る
探
索
の
能
力
が
低
下
し
た
た
め
に
前
方
の
注
視
が
困
難
と
な
っ
て
先
行
車
の
存
在
を
間
近
に
迫
る
ま
で
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
現
実
に
道
路
及
び
交
通
等
の
状
況
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル

の
影
響
に
よ
り
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
本
件
事
故
を
起
こ
し
た
と
認
め
ら
れ
る
﹂
と
判
示
し
、
被
告
人
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が

成
立
す
る
と
し
た
。
な
お
、
量
刑
に
関
し
て
、
懲
役
二
〇
年
と
い
う
厳
罰
が
科
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
福
岡
高
裁
は
、
①
危
険
な
事
故
態
様

（
飲
酒
し
た
上
で
の
高
速
度
の
進
行
）、
②
結
果
の
重
大
性
、
③
被
害
者
お
よ
び
社
会
の
厳
し
い
処
罰
感
情
、
④
犯
情
の
悪
質
性
（
事
故
現
場

か
ら
逃
走
し
て
救
護
お
よ
び
報
告
義
務
を
怠
り
、
友
人
に
身
代
わ
り
を
依
頼
し
た
り
水
を
持
っ
て
こ
さ
せ
た
り
す
る
な
ど
の
証
拠
隠
滅
を
画

策
し
た
）
等
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
は
上
告
し
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
の
は
誤
り

で
あ
り
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
に
は
事
実
誤
認
が
あ
る
な
ど
と
主
張
し
た
。

一
三
五
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上
告
棄
却

＜

　

本
決
定
は
、
上
告
趣
意
を
適
法
な
上
告
理
由
に
あ
た
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
職
権
で
以
下
の
判
断
を
示
し
た
。
ま
ず
、
本
決
定
は
、
一

般
論
と
し
て
、﹁
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
に
お
け
る
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
で
あ
っ
た
か

否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
事
故
の
態
様
の
ほ
か
、
事
故
前
の
飲
酒
量
及
び
酩
酊
状
況
、
事
故
前
の
運
転
状
況
、
事
故
後
の
言
動
、

飲
酒
検
知
結
果
等
を
総
合
的
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
﹂（
判
旨
①
）
と
し
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
控
訴
審
判
決
が
依
拠
し
た
走
行
実
験

結
果
に
つ
い
て
、﹁
こ
の
報
告
書
に
お
け
る
実
験
は
、
自
動
車
が
道
路
に
対
し
て
直
進
状
況
に
な
っ
た
地
点
か
ら
両
手
を
離
し
て
ハ
ン
ド
ル

を
操
作
せ
ず
に
走
行
す
る
と
、
数
秒
後
に
自
動
車
の
進
路
は
道
路
左
側
へ
自
然
と
移
行
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
通
常
で
は
考
え
難
い

運
転
方
法
を
採
っ
て
い
る
な
ど
、
本
件
事
故
時
の
被
告
人
運
転
車
両
の
走
行
状
況
と
前
提
条
件
が
同
じ
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
、

前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
い
れ
ば
そ
の
操
作
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
上
記
実
験
は
、
被
告
人
が
脇
見
を
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
し
て
基
本
的
に
前
方
に
視
線
を
向
け
て
い
た
と
す
る
ま
で
の
証
拠
価
値
が

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
本
件
の
証
拠
関
係
に
照
ら
す
と
、
被
告
人
が
本
件
事
故
前
に
八
秒
に
わ
た
り
終
始
前
方
を
見
て
い
な
か

っ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
た
上
で
、﹁
被
告
人
が
、
自
車
を
時
速
約
一
〇
〇
㎞
で
高
速
度
走
行
さ
せ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
八
秒
程
度
に
わ
た
っ
て
被
害
車
両
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
の
間
終
始
前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た

か
、
前
方
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
被
害
車
両
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
認
識

可
能
な
も
の
が
注
意
力
を
欠
い
て
認
識
で
き
な
い
後
者
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
前
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
約
八
秒
間
も
の
長
い
間
、

特
段
の
理
由
も
な
く
前
方
を
見
な
い
ま
ま
高
速
度
走
行
し
て
危
険
な
運
転
を
継
続
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
は
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
正
常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で
は
通
常
考
え
難
い
異
常
な
状
態
で
自
車
を
走
行
さ
せ
て
い
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
人
が

一
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前
記
の
と
お
り
飲
酒
の
た
め
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
本
件
証
拠
関
係
の
下
で
は
、
被
告
人
は
、
飲
酒
酩
酊
に
よ
り
上
記
の
よ
う
な

状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
記
の
と
お
り
の
被
告
人
の
本
件
事
故
前
の
飲
酒
量
や
本
件
前
後
の
被
告
人
の

言
動
等
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
自
身
が
飲
酒
酩
酊
に
よ
り
上
記
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
推
認
で
き
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
た
（
判
旨
②
）。

　

そ
し
て
、
本
決
定
は
、﹁
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
と
は
、
ア

ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
道
路
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
を
い
う
と
解
さ
れ
る
が
、
ア
ル
コ

ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
も
、
こ
れ
に
当
た
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
﹂（
判
旨
③
）
と
し
、﹁
本
件
は
、
飲
酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
普
通
乗
用
自
動
車
を
運

転
中
、
先
行
車
両
の
直
近
に
至
る
ま
で
こ
れ
に
気
付
か
ず
追
突
し
、
そ
の
衝
撃
に
よ
り
同
車
両
を
橋
の
上
か
ら
海
中
に
転
落
・
水
没
さ
せ
、

死
傷
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
事
案
で
あ
る
と
こ
ろ
、
追
突
の
原
因
は
、
被
告
人
が
被
害
車
両
に
気
付
く
ま
で
の
約
八
秒
間
終
始
前
方
を
見
て

い
な
か
っ
た
か
又
は
そ
の
間
前
方
を
見
て
も
こ
れ
を
認
識
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
ア
ル
コ

ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、

か
つ
、
被
告
人
に
そ
の
こ
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運

転
が
困
難
な
状
態
で
自
車
を
走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
被
告
人
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を

認
め
た
原
判
決
は
、
結
論
に
お
い
て
相
当
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
た）
₁₀
（

。

　

な
お
、
大
谷
剛
彦
裁
判
官
の
補
足
意
見
お
よ
び
田
原
睦
夫
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
意
見
は
本
決
定
の
検
討
に
あ
た
り
重

要
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
そ
の
要
旨
を
示
す
。
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大
谷
裁
判
官
は
、
判
旨
①
に
関
す
る
多
数
意
見
と
反
対
意
見
の
相
違
は
、
総
合
考
慮
す
べ
き
各
事
情
の
評
価
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
し
た
上
で
、
①
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
か
ど
う
か
の
判
断
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
、
事
故
態
様
自
体
か
ら
推
認
さ
れ
る
被
告
人

の
心
身
の
状
態
が
、
客
観
的
評
価
に
な
じ
む
も
の
で
も
あ
り
、
重
視
さ
れ
る
べ
き
と
し
、
本
件
に
お
い
て
、﹁
被
告
人
が
と
に
か
く
約
一
秒

前
ま
で
被
害
車
両
を
発
見
、
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
⋮
、
本
件
事
故
当
時
の
被
告
人
の
尋
常
で
は
な
い
心
身
の
状
態
が
う
か
が

わ
れ
る
と
考
え
る
。
⋮
。
毎
日
通
勤
す
る
道
路
で
、
気
を
ひ
か
れ
る
光
景
も
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
衝
突
の
寸
前
ま
で
被

害
車
両
を
発
見
、
認
識
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
﹃
よ
そ
見
﹄
や
﹃
考
え
事
﹄
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
著

し
い
と
い
う
べ
き
程
度
の
注
意
能
力
の
弛
緩
、
判
断
能
力
の
鈍
麻
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
﹂
の
で
、
本
件
事
故
原
因
は
ア
ル
コ
ー

ル
に
よ
る
影
響
以
外
に
は
考
え
難
い
こ
と
、②
本
件
事
故
前
に
被
告
人
が
接
触
事
故
を
起
こ
す
こ
と
な
く
運
転
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

そ
の
道
路
が
、
被
告
人
の
熟
知
す
る
自
宅
付
近
の
道
路
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
③
事
故
後
の
飲
酒
検
知
の
結
果
、
呼

気
中
の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
著
し
く
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
飲
酒
検
知
が
事
故
後
約
五
〇
分
を
経
過
し
た
後
に
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
少
量
と
は
言
え
な
い
水
を
飲
ん
だ
上
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
指
摘
し
た
。

＊
田
原
睦
夫
裁
判
官
の
反
対
意
見

　

田
原
裁
判
官
は
、
①
事
故
後
の
飲
酒
検
知
の
際
の
被
告
人
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
、
微
酔
ま
た
は
ほ
ろ
酔
い
初
期
と
さ
れ
る
レ
ベ
ル

の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
客
観
的
な
検
査
デ
ー
タ
や
外
部
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
運
転
者
の
運
転
能
力
（
運
転
機
能
）
を
離
れ
て
、
酩
酊
の
も
た

ら
す
危
険
性
を
示
す
指
標
と
し
て
﹁
相
当
程
度
の
酩
酊
﹂
と
い
う
極
め
て
曖
昧
な
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
容
認
で
き
な
い
こ
と
、
②
日
常
多

数
発
生
し
て
い
る
追
突
事
故
の
ほ
と
ん
ど
が
脇
見
運
転
ま
た
は
考
え
事
等
に
よ
る
前
方
不
注
視
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、﹁
考
え
事
を

し
て
い
た
﹂
と
い
う
の
は
、
前
方
を
見
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
方
を
走
行
す
る
自
動
車
の
動
静
に
十
分
に
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た

一
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こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
酒
気
を
帯
び
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
日
常
的
に
生
起
し
て
追
突
事
故
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
も
、
約
八
秒
間
被
害
車
両
に
気
づ
か
な
か
っ
た
と
の
事
実
か
ら
、
そ
れ
が
酩
酊
に
よ
り
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
経
験
則
上
当
然
に
推
認
さ
れ
る
と
は
到
底
言
い
得
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
上
、
本
件
に
お
い
て
危
険
運
転
致
死

傷
罪
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
示
し
た）
₁₁
（

。

三　

研
究

　
（
一
）　

問
題
の
所
在

　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
初
め
て
適
用
さ
れ
た
の
は
、
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
い
わ
ゆ
る
﹁
制
御
困
難
型
﹂
の
う
ち
、
ア

ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
事
案
（
宇
都
宮
地
裁
真
岡
支
部
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日
判
決）
₁₂
（

）
で
あ
り
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
に
つ
い
て
初

め
て
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
た
本
決
定
も
ま
た
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
事
案
で
あ
る
。
本
決
定
は
、
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
危
険

運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
る
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
つ
い
て
、
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
明
確

に
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
判
例
で
あ
る
。
平
成
二
四
年
版
犯
罪
白
書
に
よ
る
と
、
危
険
運
転
致
死
傷
に
よ
る
公
判
請
求
事
件
数
二
一
二
の
う

ち
、
約
六
割
が
飲
酒
等
影
響
型
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
、
す
な
わ
ち
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が

困
難
な
状
態
﹂
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
、
従
来
の
下
級
審
判
例
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
を
下
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

立
法
担
当
者
は
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
は
、
人
を
死
傷
さ
せ
る
実
質
的
危
険
性
を
有
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
、
道
路
交
通
法
上
の
酒
酔
い
運
転
罪
等
（
一
一
七
条
の
二
第
一
号
、
六
五
条
一
項
）
に
い
う
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ

れ
の
あ
る
状
態
﹂
と
は
異
な
り
、
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
可
能
性
の
あ
る
状
態
で
は
足
り
ず
、
現
実
に
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ

一
三
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た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
い
る）
₁₃
（

。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
適
切
な
運
転
操
作
を
行
う

こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
要
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
、
前
方
の
注
視
が
困
難
に
な
っ
た
り
、
ア
ク
セ
ル
、
ブ
レ

ー
キ
、
ハ
ン
ド
ル
等
の
操
作
が
意
図
し
た
と
お
り
に
行
う
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
り
す
る
場
合
を
意
味
す
る）
₁₄
（

。
ま
た
、
危
険
運
転
行
為
は
故

意
行
為
な
の
で
、
行
為
者
に
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
た
こ
と
の
認
識
が
必
要
と
な
る
が
、
行
為
者
に
正
常
な
運

転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
行
為
者
が
正
常
な
運
転
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
の
評
価
ま
で
を
認
識
し

て
い
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
て
前
方
注
視
が
で
き
な
い
と
か
、
ハ
ン
ド
ル
や
ペ
ダ
ル

を
正
常
に
操
作
で
き
な
い
と
か
、
運
転
開
始
前
に
身
体
が
ふ
ら
つ
い
て
い
た
、
他
人
か
ら
運
転
を
や
め
る
よ
う
に
注
意
さ
れ
て
い
た
な
ど
の

正
常
な
運
転
の
困
難
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
と
解
さ
れ
て
お
り）
₁₅
（

、﹁
自
分
は
大
丈
夫
だ
﹂
と
い
う

勝
手
な
評
価
に
よ
り
困
難
性
に
つ
い
て
の
故
意
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影

響
に
よ
る
こ
と
の
認
識
も
必
要
と
な
る
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
用
し
た
こ
と
の
認
識
と
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が

あ
れ
ば
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
こ
と
の
認
識
も
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）
₁₇
）（
₁₆
（

。
し
か
し
、
こ
う
し

た
事
実
の
認
識
に
つ
い
て
も
、
道
路
交
通
法
一
一
七
条
の
酒
酔
い
運
転
罪
の
故
意
の
内
容
と
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
故
意
の
内
容
と
の
相

違
が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
₁₈
（

。
な
お
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
﹂
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
が
実
質
的
に
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
過
労
や
病
気
等
の
他
の
原
因
と
競
合
し
て
い
て
も
差
し
支
え
な
く
、
脇
見
や
ハ
ン
ド
ル
の
誤
操
作
等
の
行
為
を
し

て
死
傷
事
故
を
発
生
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
道
路
お
よ
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う

こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
状
態
に
起
因
し
て
当
該
行
為
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
認
め

ら
れ
る
と
さ
れ
る）
₁₉
（

。
た
だ
し
、
全
般
的
に
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
か
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
影
響
に
よ
り
、

一
瞬
急
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
の
が
遅
れ
て
事
故
を
起
こ
し
た
よ
う
な
場
合
や
、
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
影
響
に
よ
る
場
合
で
も
正
常
な
運
転
が
で
き

一
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る
状
態
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
危
険
運
転
致
死
傷
罪
は
成
立
し
な
い）
₂₀
（

。

　

そ
れ
で
は
、
刑
法
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
と
道
路
交
通
法
に
い
う
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い

お
そ
れ
の
あ
る
状
態
﹂
の
相
違
は
何
か
。
一
部
の
学
説
か
ら
は
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
心
身
の
状
態
﹂
と
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い

お
そ
れ
の
あ
る
状
態
﹂
の
区
別
は
微
妙
で
あ
り
、
結
果
の
発
生
に
着
目
す
る
と
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
﹁
困
難
な
状
態
﹂
で
あ
っ
た
と
認
定
さ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
客
観
的
な
ア
ル
コ
ー
ル
の
保
有
量
・
数
値
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
見
解）
₂₁
（

、
謙
抑
的
に
解

す
べ
き
と
し
て
、﹁
と
て
も
正
常
な
運
転
の
で
き
る
状
態
で
は
な
い
﹂
場
合
に
限
定
す
る
解
釈
を
取
る
べ
き
と
す
る
見
解）
₂₂
（

、﹁
事
故
を
起
こ
し

た
と
き
に
フ
ラ
フ
ラ
の
状
況
で
あ
っ
て
、
と
て
も
こ
れ
は
正
常
な
運
転
の
で
き
る
状
態
で
は
な
い
な
と
い
う
場
合
に
限
定
す
べ
き
﹂
と
す
る

見
解）
₂₃
（

等
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
規
定
は
、
価
値
判
断
を
必
要
と
す
る
規
範
的
構
成
要
件
要
素
が
多
数
用

い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
危
険
運
転
行
為
に
関
し
て
は
規
範
的
・
価
値
的
要
素
が
み
ら
れ
、
そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
的
確
な
把
握
が
困
難
だ

か
ら
で
あ
る）
₂₄
（

。
た
し
か
に
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
法
定
刑
の
重
さ
に
相
当
す
る
違
法
性
や
責
任
を
基
礎
づ
け
る
の
は
﹁
正
常
な
運
転
が
困

難
な
状
態
﹂
な
の
に
運
転
を
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
の
明
確
性
や
具
体
的
帰
結
の
妥
当
性
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
す

る
問
題
意
識
は
正
当
で
あ
る）
₂₅
（

。
し
か
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
危
険
な
運
転
行
為
の
具
体
的
な
態
様
は
、
個
別
事
件
の
事
実
関
係
に

応
じ
て
多
岐
・
多
様
な
も
の
に
わ
た
り
得
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
義
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
あ
る
程
度
規
範
的
な
概
念
が
用
い

ら
れ
る
の
も
や
む
を
得
な
い
と
い
え
る）
₂₆
（

。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
実
務
で
は
、
前
述
の
立
法
担
当
者
の
説
明
を
踏
ま
え
て
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル

の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
（
心
身
の
）
状
態
﹂
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
運
転
開
始
前
の
飲
酒
量
お
よ
び
飲
酒
状
況
お
よ

び
飲
酒
後
の
状
況
（
飲
酒
酩
酊
の
具
体
的
状
態
）、
運
転
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
運
転
の
動
機
、
運
転
時
の
具
体
的
状
況
（
運
転
状
況
、
運

転
経
路
）、
事
故
お
よ
び
事
故
直
後
の
状
況
（
事
故
態
様
、
事
故
後
の
被
告
人
の
状
態
、
相
手
方
の
状
況
、
回
避
措
置
の
有
無
・
内
容
、
衝

突
の
状
況
等
）、
飲
酒
検
知
の
結
果
等
の
諸
般
の
事
情
を
総
合
し
て
認
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₂₇
（

。
そ
の
た
め
、
本
件
最
高
裁
決
定
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危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

の
よ
う
に
、
諸
事
情
の
要
素
の
う
ち
ど
の
事
情
を
重
く
み
る
か
等
に
よ
り
判
断
が
分
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。

　
（
二
）　

従
来
お
よ
び
近
時
の
下
級
審
判
例

　

本
件
事
案
の
よ
う
に
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
あ
っ
た
と
し
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
適
否
が

問
題
と
な
り
、
同
罪
の
成
立
を
認
め
た
判
例
の
う
ち
、
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
把
握
で
き
た
も
の
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
三
）　

判
例
の
傾
向

ア　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
規
定
創
設
時

　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
規
定
が
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
頃
の
判
例
は
、
判
決
文
中
に
お
い
て
条
文
の
解
釈
や
判
断
基
準
を
示
し
た
も
の
は

な
く
、
量
刑
理
由
の
中
で
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
適
用
し
た
理
由
と
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
制
定
背
景
（
①
危
険
運
転
致
死
傷
罪

は
飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
を
重
く
処
罰
す
る
た
め
に
で
き
た
規
定
で
あ
る
こ
と
、
②
悪
質
・
重
大
な
人
身
事
故
事
犯
に
対
し
て
厳
正
か
つ
相

当
な
処
罰
を
求
め
る
と
い
う
国
民
感
情
や
被
害
感
情
、
③
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
の
飲
酒
運
転
の
抑
止
効
果
等
）
を
考
慮
す
る
旨
の
記
述
が

見
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
（
表
１
の
⑤
、
⑦
、
⑭
判
例
）。

　

た
と
え
ば
、
⑤
判
例
は
、
被
告
人
が
、
多
量
の
飲
酒
を
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
飲
酒
し
て
、
歩
行
中
の
被
害
者
ら
に
自
車
を
衝
突
さ
せ
て
、
二
名
を
死
亡
さ
せ
、
一
名
に
傷
害

を
負
わ
せ
、
さ
ら
に
、
被
害
者
ら
を
救
護
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ぜ
ず
、
そ
の
場
か
ら
逃
走
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
さ
い
た
ま
地

裁
は
、﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
は
、
近
時
、
飲
酒
運
転
や
著
し
い
高
速
度
運
転
等
の
悪
質
か
つ
危
険
な
運
転
行
為
に
よ
る
死
傷
事
案
が
少
な

か
ら
ず
発
生
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
悪
質
か
つ
危
険
な
死
傷
事
犯
に
対
し
て
は
、
従
来
の
法
律
で
は
事
案
の
実
態
に
即
し
た
適
切
な
処
分
が

一
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（表１）
判決年月日 掲載書誌等 備考

① 宇都宮地真岡支判平14・3・13 判タ1088・301 危険運転致傷罪
② 東京地判平14・3・28 Lex/DB 文献番号28075152
③ 福岡地小倉支判平14・3・29 Lex/DB 文献番号28075183
④ 鹿児島地判平14・5・9 Lex/DB 文献番号28075558
⑤ さいたま地判平14・6・18 Lex/DB 文献番号28085211
⑥ 横浜地判平14・7・26 Lex/DB 文献番号28075735
⑦ 長野地松本支判平14・9・17 Lex/DB 文献番号28085078
⑧ 東京地八王子支判平14・10・29 判タ1118・299
⑨ 東京地判平14・11・28 判タ1119・272
⑩ 新潟地判平15・1・31 Lex/DB 文献番号28095263 危険運転致傷罪
⑪ 千葉地判平15・5・13 Lex/DB 文献番号28085685 危険運転致傷罪
⑫ 新潟地判平15・9・9 Lex/DB 文献番号28095025
⑬ 千葉地松戸支判平15・10・6 判タ1155・304 法定刑の上限
⑭ さいたま地判平15・10・31 Lex/DB 文献番号28095090
⑮ 水戸地判平15・12・1 Lex/DB 文献番号28095159
⑯ 長崎地判平16・10・21 Lex/DB 文献番号25410608
⑰ 名古屋高判平16・12・16 高検速報（平16）・179
⑱ さいたま地判平17・1・26 Lex/DB 文献番号25410625
⑲ 仙台地判平18・1・23 Lex/DB 文献番号28115121 法定刑の上限
⑳ 千葉地判平18・2・14 判タ1214・315
� 仙台地判平18・10・3 Lex/DB 文献番号28115449
� さいたま地判平20・11・12 Lex/DB 文献番号25440122
� 東京高判平21・11・27 高検速報（平21）・143
� 大阪地堺支判平22・7・2 Lex/DB 文献番号25442579

最決平23・10・31 刑集65・7・1138 本決定
� 名古屋地岡崎支判平24・4・12 Lex/DB 文献番号25481103
� さいたま地判平24・9・26 Lex/DB 文献番号25483039 裁判員裁判
� さいたま地判平24・10・17 Lex/DB 文献番号25483438 裁判員裁判
� 最決平25・4・15 裁判所時報1578・19 幇助罪
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ー
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運
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が
困
難
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状
態
﹂
の
意
義

困
難
で
あ
り
、
厳
罰
化
が
必
要
で
あ
る
と
の
国
民
世
論
の
高
ま
り
か
ら
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
立
法
の
趣
旨
は
十
分
に
尊

重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
判
示
し
て
、
被
告
人
に
懲
役
七
年
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
ま
た
、
⑦
判
例
は
、﹁
危
険
運
転
致
死

傷
罪
が
、
飲
酒
運
転
な
ど
悪
質
か
つ
危
険
な
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
が
死
傷
す
る
と
い
う
事
態
を
重
く
見
て
、
従
前
こ
の
よ
う
な
場
合
に

も
、
過
失
犯
と
し
て
軽
い
処
分
で
済
ま
せ
て
い
た
こ
と
を
改
め
、
事
案
に
即
し
て
故
意
犯
に
準
じ
て
重
い
処
罰
を
加
え
、
同
時
に
危
険
か
つ

悪
質
な
運
転
行
為
を
予
防
す
る
と
の
観
点
か
ら
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
本
件
に
つ
き
厳
し
い
態
度
で
臨
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
被
告
人
が
居
住
し
て
い
る
地
域
社
会
の
飲
酒
に
対
す
る
規
制
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
判
示
し
て
、
被
告
人
に
懲
役
六
年
を
言
い
渡
し
た
。

イ　

現
在

　

そ
の
後
、
判
例
は
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
の
解
釈
に
つ
い
て
、
立
法
担
当
者
が
い
う
﹁
正
常
な

運
転
が
で
き
な
い
可
能
性
の
あ
る
状
態
で
は
足
り
ず
、
現
実
に
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身

の
状
態
を
い
う
﹂
と
す
る
説
明
に
沿
っ
た
判
断
を
示
し
て
い
る
（
表
１
の
⑩
、
⑳
判
例
）。
た
と
え
ば
、
⑳
判
例
は
、
自
動
車
の
運
転
を
開

始
す
る
前
に
、
相
当
多
量
に
飲
酒
し
、
第
三
者
か
ら
見
て
分
か
る
ほ
ど
平
衡
感
覚
を
正
常
に
保
て
な
い
状
態
に
あ
っ
た
上
、
自
動
車
の
運
転

を
開
始
し
た
後
に
は
、
二
か
所
の
交
差
点
で
信
号
機
を
見
落
と
し
、
右
カ
ー
ブ
で
路
外
に
接
近
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ス
に
衝
突
し
そ
う
に
な
り
、

事
故
現
場
付
近
で
は
、
緩
や
か
な
左
カ
ー
ブ
に
な
っ
て
い
る
ほ
ぼ
直
線
の
道
路
で
自
動
車
を
左
側
線
側
に
進
出
さ
せ
、
視
認
し
や
す
い
状
況

に
あ
っ
た
被
害
者
ら
に
全
く
気
付
か
な
い
ま
ま
、
自
車
を
被
害
者
ら
に
衝
突
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、﹁
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹃
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
と
は
、
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
可
能
性
の
あ
る
状
態
で
は
足
り
ず
、
前
方

の
注
視
が
困
難
に
な
っ
た
り
、
意
図
し
た
と
お
り
の
時
期
や
加
減
で
ハ
ン
ド
ル
及
び
ブ
レ
ー
キ
等
を
操
作
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
り
す

一
三
六
〇
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四
四
七

る
な
ど
、
現
実
に
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
る
﹂

と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
判
例
（
お
よ
び
本
件
最
高
裁
決
定
）
は
、
立
法
担
当
者
の
説
明
に
立
っ
た
上
で
、
被

告
人
の
飲
酒
量
、
事
故
後
の
飲
酒
検
知
の
結
果
（
高
濃
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
て
い
る
か
）
に
加
え
て
、
事
故
態
様
、
飲
酒
後
の
状

況
（
特
に
車
両
運
転
状
況
）、
事
故
後
の
被
告
人
の
状
態
等
の
諸
事
情
を
総
合
し
て
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
か
否
か
を
判
断
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
心
身
の
状
態
﹂
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
的
な
判
断
は
、

飲
酒
量
や
飲
酒
検
知
の
結
果
か
ら
定
量
的
に
認
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
運
転
状
態
、
走
行
態
様
を
も
考
慮
し
た
総
合
的
な
判
断
が
必
要

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
事
故
後
被
告
人
が
逃
走
し
た
場
合
（
す
な
わ
ち
、
道
路
交
通
法
の
不
救
護
・
不
申
告
違
反
を
伴
う
場
合
）、

被
告
人
の
酩
酊
度
の
立
証
が
困
難
に
な
る
場
合
も
多
い
た
め
、
被
告
人
等
の
供
述
に
加
え
、
本
件
事
故
現
場
の
状
況
、
蛇
行
等
の
運
転
状
況

等
か
ら
認
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
心
身
の
状
態
﹂
に
当
た
る
こ
と
が
明

ら
か
な
事
案
で
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
認
定
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
常
に
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
同
じ
ウ
エ
イ

ト
を
持
っ
て
同
等
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
案
に
即
し
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₂₈
（

。

ウ　

呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
検
査
結
果
に
つ
い
て

　

ア
ル
コ
ー
ル
が
自
動
車
の
運
転
に
及
ぼ
す
影
響
に
は
個
人
差
が
見
ら
れ
る
の
で
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
は
運
転
者
の
事
故
発
生
時

に
お
け
る
飲
酒
検
知
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
み
に
よ
っ
て
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
濃
度
は
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂

で
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す
る
上
で
の
重
要
な
判
断
要
素
と
な
る
。
し
か
し
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂

は
、
運
転
行
為
時
・
事
故
当
時
の
状
態
を
い
う
た
め
、
事
故
惹
起
後
に
逃
走
し
て
相
当
の
時
間
が
経
過
し
、
ま
た
は
本
決
定
の
よ
う
に
、
何

等
か
の
手
段
を
用
い
て
酔
い
を
醒
ま
し
た
後
に
逮
捕
さ
れ
た
・
出
頭
し
て
き
た
場
合
、
事
故
当
時
の
身
体
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
保
有
量

一
三
六
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状
態
﹂
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は
事
後
に
認
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
、
加
害
運
転
者
が
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
に
つ
い
て
の
証
明
は
容
易
で
は
な
く
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
適
用
は
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う）
₂₉
（

。
ま
た
、
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は

時
間
と
と
も
に
低
下
す
る
が
、
飲
酒
検
知
は
事
故
後
一
定
の
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
実
務
で
は
、﹁
ウ

ィ
ド
マ
ー
ク
式
計
算
法
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
日
本
人
の
平
均
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
時
間
当
た
り
の

減
少
率
は
、
一
時
間
当
た
り
平
均
〇
・
〇
七
五
㎎
／
ℓ
で
、
幅
と
し
て
は
〇
・
〇
五
五
～
〇
・
〇
九
五
㎎
／
ℓ
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
い
て
、

飲
酒
検
知
時
点
の
測
定
値
か
ら
、
事
故
発
生
時
に
お
け
る
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
を
逆
算
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
水
を
飲
ん
だ

り
、
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
抜
け
出
て
し
ま
っ
た
後
に
出
頭
し
た
り
、
重
ね
飲
み
を
し
た
り
な
ど
し
て
飲
酒
検
知
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
同
計
算
法
を
用
い
て
、
飲
酒
量
か
ら
事
故
発
生
時
に
お
け
る
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る）
₃₀
（

。

　

た
と
え
ば
、
⑥
判
例
は
、
事
故
か
ら
約
七
時
間
経
過
後
の
被
告
人
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
約
〇
・
一
五
㎎
／
ℓ
（
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
式

計
算
法
を
用
い
て
計
算
し
た
場
合
に
は
事
故
当
時
の
同
濃
度
は
〇
・
五
四
㎎
／
ℓ
以
上
）
で
あ
っ
た
事
案
に
つ
き
、﹁
犯
行
当
時
の
体
内
の

ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
相
当
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
推
認
で
き
る
﹂
と
し
、
運
転
状
況
等
を
踏
ま
え
て
危
険
運
転
致
死
罪
の
成
立

を
肯
定
し
て
い
る）
₃₁
（

。
た
だ
し
、
本
決
定
の
よ
う
に
被
告
人
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
数
値
が
低
い
場
合
（
本
件
被
告
人
の
事
故
四
八
分
経

過
後
の
飲
酒
検
知
に
よ
る
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
〇
・
二
五
㎎
／
ℓ
と
測
定
さ
れ
て
い
る
）
に
、
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
式
計
算
法
を
用
い
な
く

て
も
、
被
告
人
の
酒
に
対
す
る
適
正
や
運
転
直
前
の
被
告
人
の
状
況
や
事
故
後
の
状
況
等
を
丹
念
に
捜
査
し
て
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の

影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る）
₃₂
（

。
た
と
え
ば
、

⑲
判
例
は
、
事
故
か
ら
約
四
五
分
後
の
飲
酒
検
知
に
よ
る
当
該
運
転
者
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
呼
気
一
ℓ
中
〇
・
三
㎎
（
ウ
ィ
ド
マ
ー

ク
式
計
算
法
を
用
い
て
も
事
故
当
時
は
〇
・
三
四
㎎
／
ℓ
以
上
）
で
あ
り
、
本
件
被
告
人
の
よ
う
に
、
衝
突
事
故
後
、
衝
突
現
場
に
お
い
て

警
察
官
か
ら
の
事
情
聴
取
を
さ
れ
た
際
、
強
い
酒
臭
が
あ
っ
た
も
の
の
、
ふ
ら
つ
い
た
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
事
案
に
つ
き
、﹁
本
件
後

一
三
六
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の
被
告
人
の
呼
気
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
、
上
記
の
数
値
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
﹂

と
し
、
事
故
当
時
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
居
眠
り
を
し
て
い
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
、
被
告
人
が

か
つ
て
酒
気
帯
び
運
転
の
非
行
歴
が
あ
っ
た
こ
と
や
任
意
保
険
に
加
入
し
て
お
ら
ず
賠
償
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
等
が
考
慮
さ
れ
て
法
定
刑

の
上
限
の
懲
役
二
〇
年
の
刑
が
科
さ
れ
て
い
る
（
確
定
））
₃₃
（

。

　

な
お
、
本
決
定
に
お
い
て
、
二
審
は
、
再
現
実
験
を
行
っ
た
上
、
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
式
計
算
法
を
用
い
る
な
ど
し
て
、
被
告
人
の
事
故
当
時

の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
血
液
一
㎖
あ
た
り
約
一
㎎
で
あ
る
と
の
検
察
側
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た）
₃₄
（

。
し
か
し
、
二
審
は
、
最
終
的
に
は

事
故
当
時
の
被
告
人
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
血
液
一
㎖
中
〇
・
五
㎎
を
上
回
る
程
度
と
認
定
し
て
お
り
、
最
高
裁
も
同
様
の
判
断
を
示

し
て
い
る）
₃₅
（

。

エ　

故
意
に
つ
い
て

　

ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
故
意
は
、
飲
ん
だ
酒
の
影
響
に
よ
り
、
前
方
注
視
お
よ
び
的
確
な
運
転
操
作
を
行
う
こ
と

が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と
等
を
自
覚
し
な
が
ら
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
罪
の
成
否
に
つ
い
て
故
意
が
な

か
っ
た
と
し
て
争
わ
れ
た
判
例
と
し
て
、
表
１
の
⑩
、
⑱
、
⑲
、
�
、
�
判
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
⑱
判
例
は
、
酒
気
帯
び
運
転
の
道
路

交
通
法
違
反
と
危
険
運
転
致
死
の
事
案
に
お
い
て
、﹁
被
告
人
の
運
転
状
況
や
飲
酒
検
知
結
果
の
ほ
か
、
被
告
人
が
当
公
判
廷
に
お
い
て
、

酔
い
の
影
響
で
ぼ
や
っ
と
し
て
走
っ
て
い
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
の
速
度
で
も
曲
が
り
切
れ
る
と
甘
い
判
断
を
し
た
こ
と
が
本
件
の
原
因
で
あ

る
こ
と
を
認
め
る
供
述
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
諸
事
情
を
も
総
合
す
る
と
、
被
告
人
は
、
最
初
に
右
急
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
⋮
の
道
路
に

差
し
掛
か
る
以
前
の
段
階
で
、
飲
ん
だ
酒
の
影
響
に
よ
り
、
前
方
注
視
及
び
的
確
な
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態
で
同
地
点
に
差
し
掛
か
り
、

ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
衝
突
し
そ
う
に
な
っ
て
自
車
を
蛇
行
さ
せ
た
挙
げ
句
、
本
件
犯
行
を
惹
起
し
た
こ
と
は
明
ら
か
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
判

一
三
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示
し
て
お
り
、
故
意
は
、
被
告
人
の
供
述
に
加
え
、
本
件
事
故
現
場
の
状
況
、
蛇
行
等
の
運
転
状
況
や
飲
酒
検
知
結
果
等
か
ら
総
合
的
に
判

断
し
て
認
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
�
判
例
は
、
被
告
人
は
、
多
量
の
飲
酒
を
し
、
そ
の
影
響
で
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
り
な
が
ら

車
両
の
走
行
を
開
始
し
、
車
両
を
時
速
約
七
〇
㎞
と
い
う
高
速
度
で
交
差
点
歩
道
上
に
暴
走
さ
せ
、
被
害
者
ら
に
衝
突
さ
せ
、
う
ち
二
名
を

死
亡
さ
せ
、
う
ち
一
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、﹁
被
告
人
は
、
⋮
本
件
車
両
を
発
進
さ
せ
る
前
の
段
階
で
は
、
酩
酊
状
態
に
は

あ
る
も
の
の
、
あ
る
程
度
の
判
断
能
力
は
残
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
件
事
故
直
前
も
、
⋮
ス
ム
ー
ズ
に
本
件
車
両
を
発
進
さ

せ
、
相
当
の
距
離
を
走
行
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
も
お
か
し
く
な
い
心
身
の
状
態
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

認
識
し
た
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
も
一
応
は
で
き
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
事
故
直
後
、
被
告
人
は
、
⋮

質
問
と
か
み
合
っ
た
応
答
を
し
て
お
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
、
自
分
の
行
動
を
把
握
し
、
求
め
ら
れ
て
い
る
反
応
を
す
る
こ
と
が
一
応

は
で
き
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
被
告
人
は
、
本
件
当
日
の
午
後
零
時
頃
に
本
件
車
両
を
ス
ム
ー
ズ
に
発
進
走

行
さ
せ
た
際
に
は
、
自
ら
の
行
動
を
全
く
覚
知
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
程
度
の
認
識
能
力
は
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
。
加
え
て
、
被
告
人
が
本
件
当
日
の
飲
酒
中
に
酩
酊
や
飲
み
過
ぎ
の
自
覚
を
し
て
い
た
こ
と
、
本
件
事
故
直
後
に
酒
が
入
っ
た
自
ら
の
責

任
で
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
併
せ
考
え
る
と
、
本
件
車
両
を
発
進
さ
せ
る
時
点
に
お
い
て
、
飲
酒
の
影
響
に
よ
り

前
方
を
注
視
し
て
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
認

識
し
て
い
た
も
の
と
推
認
で
き
る
﹂
と
判
示
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
、
被
告
人
に
懲
役
一
三
年
を
言
い
渡
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
判
例
は
、
既
述
の
諸
事
情
か
ら
得
ら
れ
た
総
合
判
断
に
基
づ
き
、
客
観
的
に
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転

が
困
難
な
状
態
﹂
で
走
行
し
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
主
観
面
に
お
い
て
も
、
被
告
人
は
、
自
ら
の
酩
酊
の
程
度
や
身
体
の
状
態
等
か
ら
、
道

路
交
通
法
の
酒
酔
い
運
転
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
車
両
等
の
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
で
は
な
く
、

刑
法
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
要
求
す
る
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
、
前
方
注
視
お
よ
び
的
確
な
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態
﹂
に
あ
る

一
三
六
四
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こ
と
を
認
識
で
き
た
と
し
て
、
故
意
を
認
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
₃₆
（

。

四　

本
決
定
の
検
討

　

ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
要
件
は
、ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
、自
動
車
（
創

設
当
時
は
四
輪
以
上
の
自
動
車
、
平
成
一
九
年
の
改
正
で
変
更）
₃₇
（

）
を
走
行
さ
せ
て
人
の
死
傷
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
こ
と
と
、
正
常
な
運
転

が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
故
意）
₃₈
（

が
必
要
に
な
る
。
本
件
は
、
一
審
、
二
審
、
最
高
裁
で
認
定
さ
れ
た
事

実
・
内
容
（
事
故
原
因
・
事
故
態
様
等
）
が
二
転
三
転
し
て
お
り
、
適
用
し
た
罪
名
も
、
一
審
は
予
備
的
訴
因
の
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
、

二
審
と
最
高
裁
は
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
異
な
る
た
め
、
一
審
の
見
解
か
ら
順
に
検
討
し
た
い
。

　
（
一
）　

第
一
審

　

一
審
は
、
結
論
と
し
て
は
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
否
定
し
、
予
備
的
訴
因
と
し
て
追
加
さ
れ
た
脇
見
運
転
に
よ
る
前
方
不
注
視
を

過
失
内
容
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
道
路
交
通
法
違
反
（
酒
気
帯
び
運
転
、
救
護
義
務
違
反
お
よ
び
報
告
義
務
違
反
）
を
適
用
し
た

が
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
に
関
し
て
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
の
意
義
に
つ
き
、
立
法
担
当
者
お
よ
び
前
掲
千
葉
地
裁
平

成
一
八
年
判
決
（
表
１
⑳
判
例
）
で
示
さ
れ
た
見
解
、
す
な
わ
ち
、
道
路
お
よ
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難

な
心
身
の
状
態
を
い
い
、
道
路
交
通
法
上
の
酒
酔
い
運
転
罪
に
お
け
る
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
の
よ
う
な
正
常

な
運
転
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
状
態
で
は
足
り
ず
、
現
実
に
こ
の
よ
う
な
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
に
あ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
解
釈
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
が
問
題
と
な
る
本
件
で
そ
の
判
断
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
事

一
三
六
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故
の
態
様
、
事
故
前
の
被
告
人
の
運
転
状
況
、
被
告
人
の
飲
酒
量
お
よ
び
酩
酊
状
況
、
事
故
直
後
の
被
告
人
の
言
動
、
飲
酒
検
知
時
の
被
告

人
の
言
動
並
び
に
被
告
人
の
呼
気
お
よ
び
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
な
ど
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
従
来
の
判

例
と
同
じ
判
断
基
準
を
示
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
審
お
よ
び
最
高
裁
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

一
審
が
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
結
論
に
至
っ
た
の
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂

は
、
道
路
交
通
法
に
い
う
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
と
は
異
な
り
、﹁
前
方
注
視
や
運
転
操
作
が
困
難
な
心
身
の

状
態
﹂
を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
の
本
件
事
故
前
の
運
転
状
況―

事
故
前
は
交
通
状
況
に
沿
っ
た
運
転
を
し
て
お
り
、

ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
他
の
裁
判
例
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
衝
突
に
至
る
以
前
に
蛇
行
運
転
を

し
た
事
実
や
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
等
に
接
触
な
い
し
衝
突
し
た
事
実
（
表
１
の
⑳
判
例
）、
信
号
を
見
落
と
し
た
事
実
、
衝
突
時
に
仮
睡
状
態
に

陥
っ
て
い
た
事
実
（
表
１
の
⑤
、
⑨
、
⑬
、
⑲
判
例
）
と
い
っ
た
事
情
が
見
受
け
ら
れ
な
い
、（
本
件
の
場
合
、
飲
酒
検
知
が
事
故
か
ら
四

八
分
経
過
後
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
被
告
人
は
、
飲
酒
検
知
前
に
多
量
の
水
を
飲
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
が
、）
被
告
人
の
酔

い
の
程
度
が
泥
酔
（
表
１
の
⑧
判
例
）
で
は
な
く
酒
気
帯
び
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
田
原
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
と
お
り
、

一
般
的
な
酔
い
の
分
類
に
よ
れ
ば
﹁
微
酔
﹂
の
中
で
も
下
の
方
の
数
値
と
な
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
は
正
常
な
運
転
が
困
難
に
な
る
こ
と
を

認
識
し
な
が
ら
飲
酒
し
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
た
め
、﹁
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態
﹂
で
は
な
く
、
本
件
事
故
の
直
接
の
原
因
は
脇
見
に
よ

る
前
方
不
注
意
と
解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
上
限
が
懲
役
二
〇
年
と
重
く
、
そ
の
要
件
は
厳
格
に
解
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
危
険
運
転
致
死
罪
の
適
用
に
慎
重
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る）
₃₉
（

。

　
（
二
）　

第
二
審

　

二
審
は
、
走
行
実
験
結
果
等
か
ら
、
道
路
の
形
状
か
ら
脇
見
運
転
を
続
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
一
審
が
事
故
原
因
を
脇
見
運
転

一
三
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六
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で
あ
る
と
し
た
事
実
認
定
は
間
違
っ
て
お
り
、
被
告
人
は
、
飲
酒
の
影
響
に
よ
り
視
覚
探
索
能
力
が
低
下
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
前
方
注
視
が

困
難
な
状
態
に
な
り
、
事
故
直
前
ま
で
被
害
車
両
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
①
被
告
人
が
事

故
前
に
多
量
の
飲
酒
を
し
て
い
た
こ
と
、
②
事
故
当
時
、
血
液
一
㎖
中
〇
・
五
㎎
を
上
回
る
ア
ル
コ
ー
ル
を
身
体
に
保
有
し
て
お
り
、
事
故

後
の
被
告
人
の
言
動
に
飲
酒
時
の
兆
候
が
で
て
い
た
こ
と
、
③
故
意
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
は
、
飲
食
店
店
員
等
に
対
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
の

影
響
に
よ
り
相
当
酩
酊
し
た
事
実
を
認
め
る
発
言
を
し
、
同
乗
者
に
普
段
と
は
異
な
る
危
険
な
状
態
で
の
運
転
を
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
を
認
識

す
る
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
被
告
人
は
、
酒
を
飲
む
と
判
断
が
遅
れ
た
り
、
気
が
大
き
く
な
っ
た
り
し
て
、
正
常
な
運
転
が
で
き

な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
た
旨
を
日
頃
述
べ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
実
を
指
摘
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
正
常
な
運
転
の
困
難
性
を
基

礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
に
か
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
し
た
。
以
上
か
ら
、
二
審
は
、﹁
被
告
人
は
、
自
車
を
走
行
さ
せ
る
た
め
の
相
応
の
運

転
操
作
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
前
方
注
視
を
行
う
上
で
必
要
な
視
覚
に
よ
る
探
索
の
能
力
が
低
下
し
た
た
め
に
前
方
の
注
視
が
困
難
と
な
っ

て
先
行
車
の
存
在
を
間
近
に
迫
る
ま
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
現
実
に
道
路
及
び
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作

を
行
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
本
件
事
故
を
起
こ
し
た
と
認
め
ら
れ
る
﹂

と
判
示
し
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。

　

こ
の
二
審
の
判
断
に
関
し
て
、従
来
、危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
判
例
は
、運
転
開
始
前
に
飲
ん
だ
酒
の
影
響
に
よ
り
﹁
前

方
注
視
及
び
（
的
確
な
）
運
転
操
作
﹂
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件
は
、﹁
前
方
注
視
﹂
は
困
難

で
あ
っ
た
が
﹁
運
転
操
作
﹂
は
可
能
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
従
来
の
肯
定
例
は
、
事
故
態
様
に
加
え
て
、
一

見
し
て
平
衡
感
覚
等
を
保
て
な
い
と
い
う
運
転
開
始
前
の
状
態
や
信
号
機
の
見
落
と
し
な
ど
の
運
転
状
態
か
ら
、
運
転
開
始
前
に
飲
ん
だ
酒

の
影
響
に
よ
り
﹁
前
方
注
視
及
び
運
転
操
作
﹂
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、

本
件
の
被
告
人
に
は
正
常
な
運
転
能
力
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
方
の
被
害
車
両
を
衝
突
直
前
ま
で
認
識
で
き
な
か

一
三
六
七
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態
﹂
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意
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っ
た
の
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
あ
る
と
合
理
的
な
疑
い
を
容
れ
な
い
程
度
ま
で
証
明
で
き
て
い
る
と
い
え
る
の
か
異
論
の
余
地
も
あ
り
得

る
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
₄₀
（

。
し
か
し
、
二
審
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
運
動
に
関
す
る
能
力
で
あ
っ
て
、
視
覚
探
索
能
力
の
低
下
と
は

矛
盾
し
な
い
と
し
、
事
故
態
様
を
重
視
し
て
﹁
前
方
注
視
﹂
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
と
認
定
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る）
₄₁
（

。
ま
た
、
先
行
車
の
存

在
に
直
前
に
迫
る
ま
で
気
づ
か
な
い
と
い
う
単
な
る
前
方
不
注
視
に
よ
る
過
失
の
場
合
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判

も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
で
は
、
被
告
人
が
時
速
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
高
速
走
行
中
に
約
八
秒
間
と
い
う
長
時
間
に
わ
た
っ
て
前
方

不
注
視
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
事
故
態
様
か
ら
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
運
転
開
始
前
に
多
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
て
い
な
い
の
で

あ
れ
ば
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
を
摂
取
し
て
い
た
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
、
た
と
え
ば
、
脇
見
や
考
え
事
を
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
理

由
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
は
、
前
方
不
注
視
の
原
因
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
国
民
の
常

識
に
も
合
致
す
る
判
決
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う）
₄₂
（

。

　
（
三
）　

本
決
定

ア　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
要
件
に
つ
い
て

　

最
高
裁
は
、﹁
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
と
は
、
ア
ル
コ
ー
ル

の
影
響
に
よ
り
道
路
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の
状
態
を
い
う
と
解
さ
れ
る
﹂
と
し
、
一
審
お
よ
び

二
審
と
同
様
の
見
解
を
示
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て

対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
も
、
こ
れ
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
た
。
こ
れ
は
、
大
谷
補
足
意
見
に
あ
る
﹁
精
神
的
、

身
体
的
能
力
が
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
、
道
路
の
状
況
、
交
通
の
状
況
に
応
じ
、
障
害
を
発
見
す
る
注
意
能
力
、
こ
れ
を
危
険

と
認
識
し
、
回
避
方
法
を
判
断
す
る
能
力
、
そ
の
判
断
に
従
っ
て
回
避
操
作
を
す
る
運
転
操
作
能
力
等
が
低
下
し
、
危
険
に
的
確
に
対
処
で

一
三
六
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き
な
い
状
態
﹂
に
該
当
す
る
態
様
の
も
の
と
解
さ
れ
よ
う）
₄₃
（

。
そ
し
て
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
と
認

め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
大
谷
補
足
意
見
に
あ
る
と
お
り
、
総
合
的
判
断
の
枠
内
に
お
い
て
、
事
故
態
様
自
体
か
ら

推
認
さ
れ
る
被
告
人
の
心
身
の
状
態
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
多
数
意
見
も
同
様
の
考
え
方
を
採
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る）
₄₄
（

。

　

本
件
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、﹁
前
記
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、
飲
酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い

て
高
速
で
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
中
、
先
行
車
両
の
間
近
に
至
る
ま
で
こ
れ
に
気
づ
か
ず
追
突
し
、
そ
の
衝
撃
に
よ
り
同
車
両
を
橋
の
上

か
ら
海
中
に
転
落
・
水
没
さ
せ
、
死
傷
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
事
案
で
あ
る
と
こ
ろ
、
追
突
の
原
因
は
、
被
告
人
が
被
害
車
両
に
気
付
く
ま

で
の
約
八
秒
間
終
始
前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た
又
は
そ
の
間
前
方
を
見
て
も
こ
れ
を
認
識
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
被
告
人
に
そ
の
こ
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
、
被
告
人
は
、

基
本
的
に
は
前
方
に
視
線
を
向
け
て
運
転
し
て
い
た
と
い
う
原
判
決
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
原
判
決
が
依
拠
し
た
報
告
書
記
載
の
実
験
は
、

本
件
事
故
時
の
被
告
人
運
転
車
両
の
走
行
状
況
と
前
提
条
件
が
同
じ
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
上
、
横
断
勾
配
に
対
す
る
捜
査
は
前
方
を
見
て

い
な
か
っ
た
と
し
て
も
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
て
い
れ
ば
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
こ
と）
₄₅
（

か
ら
、
被
告
人
が
脇
見
を
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
し
て

基
本
的
に
前
方
に
視
線
を
向
け
て
い
た
と
す
る
ま
で
の
証
拠
価
値
は
な
い
と
し
、被
告
人
が
先
行
車
両
の
直
近
に
至
る
ま
で
の
八
秒
程
の
間
、

終
始
前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
が
直
近
に
至
る
ま
で
先
行
車
両
の
存
在
を
認

識
し
て
い
な
か
っ
た
原
因
が
、
そ
れ
ま
で
の
約
八
秒
間
終
始
前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
＝
認
識
可
能
な
者
が
注
意
力
を
欠
い
て
認
識

で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
）、
そ
の
間
前
方
を
見
て
も
こ
れ
を
認
識
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
（
＝
特
段
の
理
由
も
な
く
前
方
を
見
な

い
ま
ま
高
速
走
行
し
て
危
険
な
運
転
を
継
続
し
た
こ
と
）
の
い
ず
れ
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を

注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
被
告
人
に
そ
の
こ
と

一
三
六
九



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
五
六

危
険
運
転
致
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傷
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に
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う
﹁
ア
ル
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ル
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な
運
転
が
困
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の
認
識
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

　

ま
た
、
故
意
に
つ
い
て
は
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
の
場
合
、
そ
の
種
の
意
味
の
認
識
が
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
の
で
、
立
法
担
当
者
の

説
明
お
よ
び
従
来
の
判
例
を
踏
襲
し
て
、﹁﹃
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
運
転
の
困

難
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
持
っ
て
足
り
る
﹂
と
す
る
見
解）
₄₆
（

に
立
ち
、
本
決
定
の
認
定
事
実
の
認
識
を
基
に
故
意
を

認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
決
定
は
、﹁
認
識
可
能
な
も
の
が
注
意
力
を
欠
い
て
認
識
で
き
な
い
後
者
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
前
者

の
場
合
（
脇
見
）
で
あ
っ
て
も
、
約
八
秒
間
も
の
長
い
間
、
特
段
の
理
由
も
な
く
前
方
を
見
な
い
ま
ま
高
速
度
走
行
し
て
危
険
な
運
転
を
継

続
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
正
常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で
は
通
常
考
え
が
た
い
異
常
な
状
態
で
自
車

を
走
行
さ
せ
て
い
た
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、
被
告
人
が
前
記
の
と
お
り
飲
酒
の
た
め
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
本
件
証
拠
関

係
の
下
で
は
、
被
告
人
は
、
飲
酒
酩
酊
に
よ
り
上
記
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
、
被
告
人
の

本
件
事
故
を
起
こ
す
ま
で
の
運
転
状
況
や
飲
酒
検
知
の
結
果
等
か
ら
、
正
常
な
運
転
能
力
が
一
定
程
度
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

飲
酒
状
況
、
事
故
前
後
の
酩
酊
状
況
の
ほ
か
、
事
故
直
前
に
被
告
人
が
自
車
を
時
速
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
高
速
度
走
行
さ
せ
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
八
秒
程
度
に
わ
た
っ
て
被
害
車
両
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
本
件
事
故
の
客
観
的
態
様
を
重
視
し
て
、﹁
正

常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で
は
通
常
考
え
難
い
異
常
な
状
態
で
自
車
を
走
行
さ
せ
て
い
た
と
い
う
ほ
か
な
い
﹂
と
結
論
づ
け
た
こ
と
か
ら
、

被
告
人
は
、
本
件
事
故
当
時
、
ハ
ン
ド
ル
、
ブ
レ
ー
キ
等
の
操
作
の
前
提
と
な
る
﹁
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し

て
対
処
す
る
こ
と
﹂
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る）
₄₇
（

。

イ　

行
為
の
異
常
性
に
つ
い
て

　

本
決
定
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
被
告
人
の
行
為
の
異
常
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本

一
三
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件
の
よ
う
に
、
被
告
人
が
、
そ
れ
ほ
ど
酩
酊
し
な
か
っ
た
が
多
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
、
事
故
前
の
運
転
操
作
能
力
に
特
に
問
題
は
な

く
て
も
、
正
常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で
あ
れ
ば
通
常
考
え
難
い
よ
う
な
（
＝
異
常
な
）
脇
見
運
転
を
し
た
結
果
、
重
大
な
死
傷
事
故
を
引

き
起
こ
し
た
場
合
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
状

態
﹂
で
あ
る
と
し
て
、
常
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
事
故
前
の
運
転
は

特
に
問
題
な
か
っ
た
と
認
定
し
て
お
り）
₄₈
（

、
被
告
人
に
は
正
常
な
運
転
を
し
て
い
る
認
識
が
あ
り
、
運
転
の
困
難
性
を
基
礎
づ
け
る
認
識
は
な

か
っ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
決
定
は
、
被
告
人
の
ア
ル
コ
ー
ル
摂
取
と
異
常
な
脇
見
運
転
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
が

必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
決
定
は
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危

険
を
的
確
に
把
握
し
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
状
態
﹂
に
﹁
脇
見
﹂
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
、
飲
酒
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
注
意
力
散
漫
の
一
つ
の
発
現
形
態
と
し
て
﹁
脇
見
﹂
が
発
生
し
、
飲
酒
の
影
響
に
よ
り
脇
見
を
解
消
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
状
態
、
す
な

わ
ち
、
前
方
の
注
視
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
と
解
し
た
の
か
、
も
う
少
し
説
明
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
す
る
指
摘）
₄₉
（

や
、
大
谷
補
足
意
見
に

お
い
て
も
、
酩
酊
危
険
運
転
状
態
の
認
定
を
﹁
何
ら
不
相
当
な
と
こ
ろ
は
な
い
﹂
と
さ
れ
明
示
的
な
言
及
を
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
二
審

は
、
被
告
人
の
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
と
は
認
定
し
て
い
な
い
が
、
大
谷
補
足
意
見
に
立
つ
と
、
酩
酊
危
険
運
転
状
態
に
は
運

転
操
作
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
た
め
、
同
意
見
は
、
二
審
の
判
断
を
実
質
上
否
定
し
て
い
る
趣
旨
な
の
か
、
そ
れ
と
も
運

転
操
作
能
力
が
低
下
し
て
い
る
と
認
定
す
る
こ
と
と
二
審
判
決
の
判
断
と
は
齟
齬
が
あ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
の
か
ま
で
は
明

ら
か
で
な
く
、
本
件
で
は
酩
酊
に
よ
っ
て
﹁
運
転
操
作
そ
の
も
の
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
顕
著
に
示
す
﹂
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
だ

け
に
、
こ
の
点
は
よ
り
明
確
に
す
べ
き
だ
っ
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
₅₀
（

。

　

本
件
最
高
裁
の
判
断
に
つ
い
て
、
特
に
実
務
的
視
点
か
ら
、
最
高
裁
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
行
為
の
異
常
性
と
そ
れ
が
飲
酒
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
が
い
え
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
ど
う
い
う
過
程
を
経
て
飲
酒
の
影
響
が
行
為
の
異
常
性
を
惹
起
し
た
か
と
い
っ
た
こ
と

一
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響
に
よ
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な
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困
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状
態
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の
意
義

ま
で
具
体
的
に
認
定
し
な
く
て
も
、
飲
酒
と
異
常
運
転
と
の
関
連
性
は
認
定
で
き
る
と
の
考
え
を
間
接
的
な
形
で
示
し
た
と
い
え
、
証
拠
に

よ
る
解
明
の
困
難
性
を
事
案
に
即
し
て
判
断
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
見
解）
₅₁
（

が
多
い
。飲
酒
の
影
響
に
関
し
て
も
、

大
谷
補
足
意
見
は
、
被
告
人
が
﹁
事
故
直
後
は
、
衝
突
時
の
状
況
や
そ
の
後
の
被
害
車
両
の
状
況
す
ら
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
﹂
こ
と
が

認
定
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
路
交
通
の
状
況
等
に
応
じ
た
運
転
操
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
心
身
の

状
態
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
そ
の
原
因
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
言
え
れ
ば
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル

の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
あ
っ
た
旨
の
認
定
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
相
当
程
度
に
飲
酒
し
た
者
が
、
通
常
の
運
転

行
為
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
異
常
な
運
転
に
及
ん
で
い
る
場
合
は
、
当
該
運
転
行
為
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
強
く
推
認
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う）
₅₂
（

。

　

し
か
し
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
を
検
討
す
る
際
、
多
量
の
飲
酒
を
し
、
長
時
間
の
脇
見
運
転
を
し

た
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、
そ
の
過
程
を
詳
し
く
検
討
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
田
原
反
対
意
見
も
、﹁
仮
に
被
告
人
が
上
記
八
秒

の
間
に
前
方
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
害
車
両
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
ナ
ン
パ
を
し
に
行
く
と
い
う

昂
揚
し
た
気
分
の
下
で
（
す
な
わ
ち
、﹃
考
え
事
を
し
て
い
た
﹄
と
い
う
追
突
事
故
と
同
様
の
状
態
）、
つ
い
前
方
を
走
行
し
て
い
る
自
動
車

の
動
静
を
見
落
と
す
こ
と
も
あ
り
得
る
﹂
と
さ
れ
、﹁
被
告
人
が
本
件
事
故
当
時
に
正
常
運
転
困
難
状
態
に
あ
っ
た
と
の
事
実
を
認
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
谷
補
足
意
見
は
約
一
秒
前
ま
で
被
害
車
両
を
発
見
、
認
識
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
異
常

性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
認
定
方
法
は
、
事
故
の
結
果
か
ら
遡
っ
て
当
該
状
態
を
経
由
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う
、
本
罪

の
危
険
性
認
定
と
し
て
不
適
切
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
接
近
し
て
し
ま
い
、
問
題
が
あ
る
と
す
る
批
判
的
な
見
解
も
あ
る）
₅₃
（

。
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択
一
的
認
定
に
つ
い
て

　

本
件
の
事
故
原
因
（
脇
見
の
有
無
）
に
つ
い
て
は
、
一
審
と
二
審
で
激
し
く
争
わ
れ
、
そ
の
判
断
が
分
か
れ
た
。
最
高
裁
は
、﹁
追
突
の

原
因
は
、
被
告
人
が
被
害
車
両
に
気
付
く
ま
で
の
約
八
秒
間
終
始
前
方
を
見
て
い
な
か
っ
た
又
は
そ
の
間
前
方
を
見
て
も
こ
れ
を
認
識
で
き

な
い
状
態
に
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的

確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
被
告
人
に
そ
の
こ
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
る
意
味
判
断
が
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
審
が
脇
見
、
二
審
が
前

方
注
視
困
難
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
前
提
と
し
た
運
転
態
様
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
そ
の
い
ず
れ
も
積
極
的
に
排
除
し
な
い
択
一
的
な
関
連
事
態

と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
択
一
的
認
定
の
一
種
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
評
者
の
中
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
お

り
、
①
同
一
構
成
要
件
内
で
の
択
一
的
認
定
で
あ
り
、﹁
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
﹂
と
い
う
規
範
に
該
当
す
る
事
実
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
す
る
見
解）
₅₄
（

も
あ
れ
ば
、②
本
件
事
案
で
は
、

本
件
追
突
の
原
因
に
つ
い
て
択
一
的
な
認
定
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
事
故
当
時
に
お
け
る
行
為
者
の
心
身
の
状
況
の
事

後
的
認
定
に
お
け
る
事
実
認
定
の
困
難
性
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る）
₅₅
（

。

五　

本
決
定
の
意
義

　

㈠　

本
決
定
は
、
①
刑
法
二
〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
で
あ
る
﹁
ア
ル
コ
ー

ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
の
意
義
に
つ
い
て
最
高
裁
が
初
め
て
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
本
件
の
よ
う
な
限

界
事
例
（
高
度
の
酩
酊
状
態
や
事
故
前
に
お
け
る
蛇
行
運
転
や
仮
睡
状
態
で
の
運
転
等
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
）
に
つ
い
て
最
高
裁
が
積
極

一
三
七
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危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

判
断
を
示
し
た
こ
と
、
③
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
状
態
も
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
当
た
る
と
し
た
上
で
、
被
告
人
は
こ
の
状
態
に
あ
っ
た
と
認
定

し
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
の
判
断
を
示
し
、
さ
ら
に
、
諸
事
情
の
要
素
に
よ
る
総
合
判
断
の
一
要
素
と
し
て
、﹁
正

常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で
あ
れ
ば
通
常
考
え
難
い
よ
う
な
異
常
な
運
転
行
為
に
及
ん
で
い
る
か
﹂
と
い
う
点
も
考
慮
し
た
こ
と
、
④
事
例

判
断
で
は
あ
る
が
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
詳
細
な
理
由
を
示
し
て
判
示
し

て
い
る
上
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
大
谷
補
足
意
見
お
よ
び
田
原
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
こ
と
、
⑤
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転

が
困
難
な
状
態
﹂
の
意
義
お
よ
び
判
断
要
素
・
方
法
に
つ
い
て
、
一
審
か
ら
同
じ
枠
組
み
に
依
拠
し
て
具
体
的
に
判
断
さ
れ
た
結
果
、
一
審

と
二
審
で
判
断
が
分
か
れ
た
こ
と
、
⑥
危
険
運
転
致
死
罪
は
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の

影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
の
認
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
最
高
裁
と
し
て
の
判
断
を
示
し
た
本
決
定
は
実
務
上
意
義
が
あ

る
）
₅₆
（

。
特
に
、
本
決
定
は
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
状
態
﹂
も
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
当
た
る
と
す
る
解
釈
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
新
し
い
判
断

枠
組
み
を
示
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
本
件
被
告
人
は
、
多
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
た
影
響
に
よ
り
、
途
中
ま
で
は
問
題
な

く
運
転
し
て
い
た
が
、
通
勤
経
路
と
は
い
え
、
時
速
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
高
速
度
走
行
で
長
時
間
の
脇
見
運
転
を
し
た
結
果
、
重

大
な
死
傷
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
故
原
因
は
、
飲
酒
酩
酊
状
態
に
陥
っ
た
被
告
人
が
﹁
正
常
な
状
態
に
あ
る
運
転
者
で

は
通
常
考
え
難
い
異
常
な
状
態
﹂
で
自
車
を
走
行
さ
せ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な

運
転
が
困
難
で
あ
っ
た
か
否
か
﹂
に
関
し
て
、
最
高
裁
は
、
事
故
態
様
の
ほ
か
、
事
故
前
の
飲
酒
量
お
よ
び
酩
酊
状
況
、
事
故
前
の
運
転
状

況
、
事
故
後
の
言
動
、
飲
酒
検
知
結
果
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
結
論
を
導
い
て
お
り
、
事
実
認
定
の
仕
方
に
は
違
い
が
あ
っ
た
も
の

の
、
従
来
の
判
例
の
判
断
枠
組
み
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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し
か
し
、
本
決
定
の
最
高
裁
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
①
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
は
規
範
的
・
主
観
的
な
要
素
が
多
く
、
解
釈
に

幅
が
で
や
す
い
こ
と
、
②
本
決
定
に
よ
り
、
飲
酒
検
知
結
果
に
と
ら
わ
れ
ず
、
事
故
前
後
の
状
況
を
総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
危
険
運
転
致
死

傷
罪
の
適
用
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
、
③
田
原
反
対
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
結
果
の
重
大
性
に
引
き
ず
ら
れ
や
す
い
こ
と
、

④
蛇
行
運
転
や
仮
睡
状
態
で
の
運
転
等
、
明
ら
か
に
無
謀
な
運
転
と
ま
で
は
言
え
な
い
事
案
で
あ
っ
て
も
、﹁
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ

る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
﹂
も
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
当
た
る
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
危

険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
範
囲
が
、
立
法
時
に
想
定
さ
れ
、
従
来
の
裁
判
例
で
認
め
ら
れ
た
範
囲
よ
り
も
拡
張
し
、
そ
の
柔
軟
な
適
用
を
認

め
た
こ
と）
₅₇
（

、
等
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
の
性
質
上
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
事
実
・
事
情
が
現
実
に
生
じ
て
い
れ
ば
﹁
正
常

な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
認
定
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実

関
係
を
踏
ま
え
て
個
別
に
判
断
す
る
し
か
な
い
が）
₅₈
（

、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
は
、
故
意
犯
と
過
失
犯
の
違
い
か

ら
法
定
刑
に
大
き
な
差
が
あ
り
（
上
限
は
懲
役
二
〇
年
と
懲
役
七
年
）、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
適
用
す
る
際
に
は
従
来
通
り
、
慎
重
に
諸

事
情
の
要
素
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

㈡　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
お
よ
び
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
は
、
刑
法
か
ら
特
別
法
と
し
て
独

立
さ
せ
、
定
義
規
定
と
新
設
さ
れ
る
犯
罪
類
型
を
加
え
て
新
た
な
法
律
と
す
る
﹁
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰

に
関
す
る
法
律
案
﹂
が
国
会
で
可
決
、
成
立
し
、
二
〇
一
四
年
五
月
ま
で
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）
₆₀
）（
₅₉
（

。
新
法
で
は
、
現
行
刑
法
に
規
定

さ
れ
て
い
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
法
二
条
関
係
）
お
よ
び
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
（
法
五
条
関
係
、﹁
過
失
運
転
致
死
傷
罪
﹂
に
名

称
変
更
）
の
他
、
①
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
﹁
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
で
自
動
車
を
運
転
し

死
傷
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
に
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
と
道
交
法
違
反
（
酒
酔
い
運
転
罪
）
を
合
せ
た
上
限
よ
り
も
重
い
法
定

一
三
七
五
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六
五
巻
四
号�

四
六
二

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

刑
（
死
亡
事
故
の
場
合
は
懲
役
一
五
年
以
下
、
負
傷
事
故
の
場
合
は
懲
役
一
二
年
以
下
）
を
科
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
罪
（
法
三
条
一
項
関

係
）、
②
運
転
時
の
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
の
有
無
・
程
度
が
発
覚
す
る
こ
と
を
免
れ
る
目
的
で
、
更
に
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
を

摂
取
す
る
、
そ
の
場
を
離
れ
て
身
体
に
保
有
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
濃
度
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
な
ど
の
行
為
を
し
た
場
合
に
一
二
年

以
下
の
懲
役
と
す
る
﹁
過
失
運
転
致
死
傷
ア
ル
コ
ー
ル
等
影
響
発
覚
免
脱
罪
﹂（
法
四
条
関
係
）
等
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
①
に
関
し
て
は
、

現
行
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
と
い
う
厳
格
な
要
件
に
加
え
て
、﹁
走
行
中
に
正
常
な
運
転
に
支
障
が
生

じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
も
処
罰
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
影
響
に
関
す
る
客
観
的
事
実
と
そ
の
認
識
の
程
度
が
緩

や
か
な
も
の
で
も
適
用
で
き
る
の
で
、本
決
定
の
よ
う
な
限
界
事
案
で
も
争
い
な
く
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
②
に
関
し
て
は
、

逃
走
す
る
な
ど
し
て
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
検
査
等
が
で
き
ず
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
で
の
起
訴
が
見
送
ら
れ
た
場
合
で
も
、
本
罪
と
道
路
交
通

法
の
救
護
義
務
違
反
と
の
併
合
罪
と
す
る
こ
と
で
懲
役
一
八
年
以
下
の
処
断
刑
が
可
能
と
な
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
﹁
逃
げ
得
﹂
が
で
き
な
く

な
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
間
も
な
く
施
行
さ
れ
る
新
法
が
現
場
で
混
乱
な
く
運
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
事
案
の
集
積
に

よ
り
、
現
行
刑
法
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
否
、
特
に
、
最
も
件
数
の
多
い
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
の
事
案
に
お
い
て
、
刑
法
二
〇
八
条
の

二
第
一
項
前
段
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
明
確
な
基
準
が
示

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

＞

本
決
定
に
対
す
る
判
例
評
釈
等

＜

　

本
決
定
の
評
釈
等
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
岩
崎
邦
生
﹁
１
．
刑
法
（
平
成
一
九
年
法
律
第
五
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
二

〇
八
条
の
二
第
一
項
前
段
に
い
う
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
の
意
義　

２
．
飲
酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た

被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
自
動
車
を
運
転
中
、
先
行
車
両
に
追
突
し
、
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は

一
三
七
六
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危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
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う
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ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
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り
正
常
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運
転
が
困
難
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状
態
﹂
の
意
義

同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
六
三

ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
し

て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
九
八
頁
、
植
松
立
郎
﹁
酩
酊
に
よ
っ

て
﹃
運
転
操
作
そ
の
も
の
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
顕
著
に
示
す
﹄
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
に
お
い
て
、
予
備
的
訴
因
で

あ
る
脇
見
を
過
失
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
一
審
判
決
を
事
実
誤
認
を
理
由
に
破
棄
し
、
本
位
的
訴
因
で
あ
る
ア
ル

コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
二
審
判
決
の
結
論
が
上
告
で
維
持
さ
れ
た
事
例
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
三

号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
一
頁
、
唐
木
智
規
﹁
飲
酒
酩
酊
状
態
で
車
両
を
運
転
し
て
先
行
車
両
に
衝
突
し
、
幼
児
三
名
を
死
亡
さ
せ
る
な
ど

し
た
運
転
行
為
に
つ
き
、危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
﹂
警
察
公
論
六
七
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
六
頁
、黒
田
勇
樹
﹁
飲

酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
自
動
車
を
運
転
中
、
先
行
車
両
に
追
突
し
、
幼
児
三
名
を
死
亡
さ
せ
、
さ
ら

に
そ
の
両
親
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把

握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
交
通
事
故
判
例
速
報
四

七
巻
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
頁
、
城
祐
一
郎
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
影
響
に
よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の

関
係
に
つ
い
て
（
上
・
下
）―

福
岡
の
幼
児
三
名
死
亡
事
故
事
件
を
題
材
と
し
て―

﹂
警
察
公
論
六
七
巻
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
一
頁
・

同
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
七
頁
、
豊
田
兼
彦
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
（
二
〇
一

二
年
）
一
二
一
頁
、
林
弘
正
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
つ
い
て
の
一
考
察
：
最
高
裁
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
決
定
を
契
機
と
し
て
﹂
島

大
法
学
五
五
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
頁
、
早
渕
宏
毅
﹁
危
険
運
転
致
死
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
（
い
わ
ゆ
る
福
岡
三
児
死

亡
事
故
最
高
裁
決
定
）﹂
捜
査
研
究
六
一
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
九
頁
、
星
周
一
郎
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の

影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
の
意
義
﹂
平
成
二
三
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
一
二
年
）
一
五
三
頁
、
本
庄
武
﹁
危
険
運
転

致
死
傷
罪
に
お
け
る
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
の
意
義
﹂
新
・
判
例W

atch

一
一
号
◇
刑
法
№
４
（
二

一
三
七
七
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六
五
巻
四
号�

四
六
四

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

〇
一
二
年
）
一
四
七
頁
、
前
田
雅
英
﹁
概
念
の
相
対
性―

﹃
傷
害
﹄
と
﹃
運
転
困
難
﹄﹂
警
察
学
論
集
六
五
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三

八
頁
、
宮
川
基
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
お
け
る
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
の
意
義
﹂
判
例
セ
レ
ク
ト

二
〇
一
二
［
Ⅰ
］（
二
〇
一
二
年
）
三
五
頁
、
吉
浪
正
洋
﹁
相
当
程
度
の
酩
酊
状
態
に
あ
り
な
が
ら
も
、
運
動
能
力
や
知
覚
能
力
が
低
下
し

て
い
る
こ
と
を
直
接
示
す
具
体
的
な
事
実
が
認
定
で
き
な
い
被
告
人
に
つ
い
て
、
酩
酊
危
険
運
転
に
よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
刑
法
二
〇

八
の
二
第
一
項
）
の
要
件
で
あ
る
﹃
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹄
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
研
修
七
六
二
号
（
二

〇
一
一
年
）
五
五
一
頁
。

　

本
件
第
一
審
お
よ
び
第
二
審
の
評
釈
等
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
北
川
佳
代
子
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
適
用
で
き
な
い
と
す
る

司
法
判
断
は
常
識
は
ず
れ
か
？―
福
岡
飲
酒
運
転
三
児
死
亡
事
件
の
福
岡
地
裁
判
決
を
契
機
に
﹂法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
四
一
号（
二
〇
〇
八
年
）

六
頁
（
第
一
審
）、
中
山
研
一
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
の
関
係
（
上
・
下
）―

最
近
の
判
例
を
素
材
と
し
て―

﹂

判
例
時
報
二
一
一
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
頁
・
同
二
一
一
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
頁
（
第
二
審
）、
西
島
裕
行
﹁
飲
酒
運
転
を
め
ぐ
る

解
釈
の
限
界―

福
岡
飲
酒
運
転
三
児
死
亡
事
件
を
手
が
か
り
に―

﹂
法
政
論
叢
四
七
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
三
〇
頁
（
第
二
審
）。

（
1
）　

一
審
の
前
提
事
実
に
よ
る
と
、
被
告
人
は
、
犯
行
当
夜
、
勤
務
先
か
ら
帰
宅
後
、
自
宅
で
約
一
時
間
に
わ
た
り
夕
食
を
と
り
な
が
ら
三
五
〇
㎖
缶
ビ
ー
ル
を
一
本
と
焼
酎
を

ロ
ッ
ク
で
三
杯（
焼
酎
の
量
は
約
一
八
〇
㎖
）を
飲
ん
だ
。
そ
の
後
、友
人
二
人
と
と
も
に
タ
ク
シ
ー
で
赴
い
た
居
酒
屋
に
お
い
て
約
一
時
間
半
に
わ
た
り
焼
酎
を
ロ
ッ
ク
で
五
、

六
杯
（
焼
酎
の
量
は
約
三
〇
〇
な
い
し
三
六
〇
㎖
）
を
飲
み
、
さ
ら
に
、
友
人
と
繁
華
街
で
ナ
ン
パ
を
す
る
た
め
に
一
度
タ
ク
シ
ー
で
自
宅
近
く
の
駐
車
場
に
赴
き
、
自
車
に

友
人
を
同
乗
さ
せ
て
向
か
っ
た
ス
ナ
ッ
ク
で
約
一
時
間
に
わ
た
り
ブ
ラ
ン
デ
ー
の
薄
い
水
割
り
を
数
杯
飲
ん
で
い
る
。

（
2
）　

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
被
害
車
両
が
転
落
し
た
際
に
突
き
破
っ
た
大
橋
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
歩
行
者
・
自
転
車
の
転
落
防
止
用
と
し
て
国
の
設
置
基
準
に
基
づ
い
て
設
計

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
車
の
衝
突
を
受
け
止
め
る
の
に
必
要
な
強
度
が
足
り
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。﹁
飲
酒
事
故
で
三
児
死
亡　

厳
罰
化
の
趣
旨
生
か
せ
ず
﹂
中
国
新
聞
二

〇
〇
六
年
八
月
二
八
日
朝
刊
社
説
。

一
三
七
八



（　
　
　
　

）

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
六
五

（
3
）　

福
岡
地
裁
平
成
二
〇
年
一
月
八
日
判
決
刑
集
六
五
巻
七
号
一
二
二
〇
頁
。

（
4
）　

予
備
的
訴
因
の
う
ち
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
に
係
る
公
訴
事
実
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
夜
間
、
業
務
と
し
て
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
し
、
大
橋
上

の
道
路
を
進
行
す
る
に
あ
た
り
、
前
方
を
注
視
し
て
進
路
の
安
全
を
確
認
し
な
が
ら
進
行
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
り
、
漫
然
と
進
行
方
向
の
右
側

を
脇
見
し
な
が
ら
時
速
約
一
〇
〇
㎞
で
進
行
し
た
過
失
に
よ
り
、
折
か
ら
、
進
路
前
方
を
走
行
中
の
被
害
車
両
を
間
近
に
迫
っ
て
初
め
て
発
見
し
、
急
制
動
の
措
置
を
講
じ
る

と
と
も
に
ハ
ン
ド
ル
を
右
に
急
転
把
し
た
が
及
ば
ず
、
同
車
右
後
部
に
自
車
左
前
部
を
衝
突
さ
せ
、
そ
の
衝
撃
に
よ
っ
て
、
被
害
車
両
を
左
前
方
に
逸
走
さ
せ
て
大
橋
か
ら
海

中
に
転
落
、
水
没
さ
せ
、
よ
っ
て
、
同
車
同
乗
者
幼
児
三
名
を
そ
れ
ぞ
れ
溺
水
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
ほ
か
、
運
転
者
お
よ
び
同
車
同
乗
者
に
加
療
約
三
週
間
を
要
す
る
全
身
擦

過
傷
等
の
傷
害
を
そ
れ
ぞ
れ
負
わ
せ
た
。

（
5
）　

た
だ
し
、
被
告
人
は
、
飲
酒
検
知
用
の
風
船
の
膨
ら
ま
し
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
﹁
二
度
吹
き
﹂
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
田
原
裁
判
官
の
反
対
意
見
中
に
お
い
て
、
測
定

結
果
が
若
干
低
め
に
出
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

福
岡
地
裁
は
、
被
告
人
の
脇
見
の
有
無
に
つ
い
て
、（
大
橋
に
入
っ
て
五
、
六
〇
ｍ
の
緩
や
か
な
左
カ
ー
ブ
が
終
わ
っ
て
直
線
道
路
に
入
っ
た
辺
り
か
ら
自
然
に
右
側
の
景

色
を
眺
め
る
感
じ
で
脇
見
を
始
め
、
そ
の
後
前
を
振
り
向
く
と
突
然
目
の
前
に
被
害
車
両
が
現
れ
た
と
す
る
）
被
告
人
の
脇
見
供
述
は
、
道
路
状
況
に
照
ら
し
て
不
自
然
で
は

な
く
、
本
件
事
故
態
様
と
整
合
し
て
お
り
基
本
的
に
信
用
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
人
が
被
害
車
両
を
間
近
に
迫
る
ま
で
発
見
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
、
被
告

人
が
漫
然
と
進
行
方
向
の
右
側
を
脇
見
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
が
被
害
車
両
を
間
近
に
迫
る
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
被
告
人
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
と
す
る
検
察
官
の
主
張
を
退
け
た
。

（
7
）　

そ
の
他
、
主
位
的
訴
因
で
あ
る
危
険
運
転
致
死
罪
（
高
速
度
類
型
）
の
事
実
に
つ
き
、
予
備
的
訴
因
で
あ
る
業
務
上
過
失
致
死
罪
が
成
立
す
る
に
と
ど
ま
る
と
し
た
事
例
と

し
て
、
松
山
地
裁
平
成
二
〇
年
一
月
一
七
日
判
決
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
九
一
号
三
一
一
頁
が
あ
る
。
ま
た
、
本
決
定
後
、
本
決
定
と
同
種
の
事
案
で
道
路
交
通
法
違
反
（
酒
気

帯
び
運
転
等
）
お
よ
び
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
が
適
用
さ
れ
た
近
時
の
下
級
審
判
例
と
し
て
、
仙
台
高
裁
平
成
二
三
年
一
一
月
一
五
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四

八
〇
〇
三
五
、
徳
島
地
裁
平
成
二
四
年
四
月
九
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四
八
一
二
〇
五
、
名
古
屋
地
裁
平
成
二
四
年
五
月
八
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四
八

一
七
一
四
、
青
森
地
裁
平
成
二
四
年
七
月
一
八
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四
八
二
四
〇
九
が
あ
る
。

（
8
）　

福
岡
高
裁
平
成
二
一
年
五
月
一
五
日
判
決
刑
集
六
五
巻
七
号
一
二
六
〇
頁
。

（
9
）　

た
だ
し
、
医
師
も
、
公
判
供
述
に
お
い
て
、
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
同
じ
で
あ
れ
ば
前
頭
葉
等
の
機
能
の
抑
制
に
個
人
差
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、
そ
の
抑
制
に
よ
っ
て

発
現
す
る
症
状
は
、
個
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
て
、
個
体
差
が
あ
る
旨
説
明
し
て
い
る
。

（
10
）　

民
事
で
は
、事
故
発
生
か
ら
六
年
二
个
月
後
の
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
七
日
に
和
解
が
成
立
し
て
い
る
。﹁
福
岡
の
三
児
死
亡
飲
酒
事
故
が
和
解　

受
刑
者
側
が
謝
罪
、賠
償
﹂

一
三
七
九



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
六
六

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
八
日
電
子
版
。

（
11
）　

し
た
が
っ
て
、
田
原
反
対
意
見
は
、
二
審
の
走
行
実
験
等
の
検
討
部
分
以
外
は
、
一
審
の
判
断
・
結
論
を
支
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
八
八
号
三
〇
一
頁
。
本
判
決
は
、
運
転
開
始
前
の
約
四
〇
分
間
に
焼
酎
四
杯
を
飲
酒
し
た
影
響
に
よ
り
、
前
方
注
視
お
よ
び
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態

で
普
通
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
、
赤
信
号
で
停
止
し
て
い
た
普
通
乗
用
自
動
車
に
追
突
し
て
、
同
車
の
運
転
者
に
加
療
三
週
間
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
例
（
懲
役
一
年
四
月
）

で
あ
り
、危
険
運
転
致
傷
罪
が
初
適
用
さ
れ
た
。
本
判
決
に
お
い
て
、裁
判
所
が
求
刑
通
り
の
実
刑
判
決
を
言
い
渡
し
た
理
由
と
し
て
、①
被
告
人
に
多
数
の
同
種
前
科
が
あ
り
、

無
免
許
運
転
で
懲
役
四
月
、
五
年
間
の
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
期
間
中
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
制
定
背
景
（
悪
質
交
通
事
犯
の
厳
罰
化
を
求
め
る
交
通
事

故
被
害
者
・
遺
族
ら
や
こ
れ
を
支
持
す
る
国
民
の
声
）
を
考
慮
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
八
八
号
三
〇
二
頁
（
本
判
決
の
解
説
記
事
）。
本
判
決
の
評

釈
と
し
て
、
多
賀
一
忠
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
初
適
用
し
た
事
案
﹂
捜
査
研
究
六
〇
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
三
頁
が
あ
る
。

（
13
）　

井
上
宏
ほ
か
﹁
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
解
説
﹂
法
曹
時
報
五
四
巻
四
号
三
三
頁
以
下
。
刑
法
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
と
道
路

交
通
法
の
酒
酔
い
運
転
罪
の
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹂
と
い
う
二
つ
の
文
言
を
見
比
べ
た
と
き
、
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
に
立
案
者
の

よ
う
な
解
釈
が
容
易
に
で
て
く
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
文
言
が
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
と
し
て
、
清
水
洋
雄
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の

再
構
成
﹂
法
務
研
究
（
日
本
大
学
法
科
大
学
院
）
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
六―

五
八
頁
。

（
14
）　

前
田
雅
英
﹁
第
二
四
講　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
現
状
﹂
警
察
学
論
集
六
四
巻
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
七
九
頁
。

（
15
）　

東
京
地
方
検
察
庁
交
通
部
実
務
研
究
会
﹁
交
通
事
件
に
お
け
る
捜
査
上
の
諸
問
題
～
酒
酔
い
運
転
と
飲
酒
に
よ
る
危
険
運
転
行
為
に
つ
い
て
﹂
捜
査
研
究
六
一
五
号
（
二
〇

〇
二
年
）
二
五
頁
。　

危
険
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
指
摘
・
理
解
は
、﹁
死
傷
の
結
果
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
行
為
者
の
軽

信
に
よ
り
、
危
険
性
の
認
識
が
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
危
険
性
の
認
識
自
体
が
不
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
見

解
と
し
て
、
山
口
厚
﹃
刑
法
各
論
［
第
二
版
］﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
五
三
頁
。

（
16
）　

圓
山
慶
二
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
関
す
る
犯
罪
事
実
の
書
き
方　

第
二
回
各
論
（
一
）
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
走
行
﹂
捜
査
研
究
六
五
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）。

（
17
）　

な
お
、
故
意
が
認
め
ら
れ
る
時
点
か
ら
実
行
行
為
が
認
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
が
薬
物
の
影
響
に
よ
り
前
方
注
視
及
び
運
転
操
作
が
困
難
な
状
態
に
な
る
こ
と

を
予
測
し
た
時
点
で
は
、危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
（
名
古
屋
高
裁
平
成
一
六
年
一
二
月
一
六
日
判
決
高
検
速
報
（
平
一
六
）
一
七
九
頁
）。

こ
の
点
に
関
し
て
、
前
田
雅
英
﹃
刑
法
各
論
講
義
［
第
五
版
］﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
六
〇
頁
。

（
18
）　

岡
野
光
雄
﹃
交
通
事
犯
と
刑
事
責
任
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
二
四
四
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
漆
畑
貴
久
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
規
定
の
概
要
と
検
討
﹂
犯
罪
と
非

行
に
関
す
る
全
国
協
議
会
機
関
紙
一
〇
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八―

九
頁
。

一
三
八
〇



（　
　
　
　

）

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
六
七

（
19
）　

那
須
修
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
捜
査
の
た
め
の
基
礎
知
識
（
上
）﹂
警
察
学
論
集
六
四
巻
九
号
（
二
〇
一
一
年
）
九
六
頁
。

（
20
）　

大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
各
論
［
新
版
第
四
版
］﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
四
三
頁
、
西
田
典
之
﹃
刑
法
各
論
［
第
六
版
］﹄（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
五
一
頁
。

（
21
）　

岡
野
光
雄
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
関
す
る
一
考
察
﹂
研
修
六
四
八
号
三
頁
以
下
、
同
様
に
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
も
﹁
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
の

あ
る
状
態
﹂
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
え
、
両
者
の
相
違
が
わ
ず
か
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
法
定
刑
に
大
き
な
差
が
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、曽
根
威
彦
﹁
交
通
犯
罪
に
関
す
る
刑
法
改
正
の
問
題
点
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
六
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
六―

四
七
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

漆
畑
・
前
掲
註
（
18
）
五―

六
頁
。
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
星
周
一
郎
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
の
意
義
﹂

平
成
二
三
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
一
二
年
）
一
五
四
頁
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
個
人
差
が
あ
り
、
数
値
に
決
定
的
な
意
味
の
な
い
こ
と
は
論
者
も
認
め
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
判
断
資
料
の
一
つ
と
し
て
よ
り
重
視
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
本
決
定
の
あ
げ
た
﹁
総
合
的
に
考
慮
﹂
す
る
際
の
重
点
の
置
き
方
の
問
題
に
す

ぎ
な
い
と
し
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
の
判
断
の
前
提
と
し
て
、﹁
被
告
人
が
相
当
程
度
の
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
﹂
こ
と
を
、
本
件
事
故
当
時
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃

度
が
血
液
一
㎖
中
〇
・
五
㎎
を
上
回
る
程
度
の
も
の
と
認
定
で
き
る
に
と
ど
ま
る
と
し
つ
つ
も
、
他
の
状
況
証
拠
を
も
考
慮
し
た
上
で
認
定
し
た
本
決
定
の
判
断
が
不
当
な
も

の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
数
値
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
明
確
化
を
強
調
す
る
と
、
そ
れ
が
一
人
歩
き
し
、
本
罪
を
適
用
す
べ
き
事
案
を
排
斥
し
、
適
用
す
べ
き
で

な
い
事
案
に
適
用
し
て
し
ま
う
事
態
の
発
生
も
懸
念
さ
れ
る
と
す
る
。

（
22
）　

中
山
研
一
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
の
関
係
（
下
）―

最
近
の
判
例
を
素
材
と
し
て―

﹂
判
例
時
報
二
一
一
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
頁
。
こ
の

見
解
は
、
適
用
の
明
確
性
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
危
険
性
が
高
い
場
合
に
限
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
傾
聴
に
値
す
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
本
庄
武
﹁
危
険
運
転

致
死
傷
罪
に
お
け
る
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
の
意
義
﹂
新
・
判
例W

atch

一
一
号
◇
刑
法
№
４
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
九
頁
。

（
23
）　

川
端
博
ほ
か
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
新
設
す
る
刑
法
の
一
部
改
正
を
め
ぐ
っ
て
﹂
現
代
刑
事
法
三
六
号
八
四
頁
の
西
田
典
之
先
生
の
発
言
。
本
決
定
の
田
原
反
対
意
見
も
、

事
故
を
起
こ
し
た
と
き
に
フ
ラ
フ
ラ
の
状
況
で
あ
っ
て
、
と
て
も
こ
れ
は
正
常
な
運
転
の
で
き
る
状
態
で
は
な
い
と
い
う
場
合
に
限
定
し
て
い
か
な
い
と
、
酒
酔
い
運
転
プ
ラ

ス
事
故
＝
本
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
本
来
意
図
し
て
い
た
と
こ
ろ
よ
り
も
広
い
範
囲
を
捕
捉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
危
険
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
に
関
し
て
、
星
・

前
掲
註
（
21
）
一
五
四
頁
は
、﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
が
同
説
の
主
張
す
る
場
合
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
し
、﹁
フ
ラ
フ

ラ
の
状
況
﹂
と
し
て
具
体
的
に
い
か
な
る
事
態
を
想
定
す
る
の
か
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
ば
、
事
故
発
生
後
に
証
拠
隠
滅
等
に
向
け
た
﹁
相
応
の
判
断
能
力
﹂
が
あ

っ
た
と
い
う
事
情
の
存
在
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
と
し
、
自
動
車
の
正
常
な
運
転
能
力
（
運
動
能
力
、
視
覚
能
力
等
）
の
存
在
を
直
ち
に
推
論
す
る
こ
と
に

は
疑
問
が
残
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
本
罪
を
基
礎
づ
け
る
﹁
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹂
は
、
事
故
発
生
時
に
お
け
る
正
常
な
運
転
能
力
の
現
実
の
不
存
在
に

こ
そ
求
め
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
と
し
、
大
谷
補
足
意
見
が
、
事
故
後
に
被
告
人
が
友
人
に
身
代
わ
り
を
依
頼
し
、
水
の
持
参
を
頼
み
、
同
乗
者
に
累
が
及
ば
ぬ
よ
う
そ

一
三
八
一
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同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
六
八

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

の
場
か
ら
立
ち
去
ら
せ
た
点
に
つ
い
て
、正
常
な
判
断
能
力
が
あ
れ
ば
、被
告
人
車
両
は
大
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、ま
ず
は
事
故
の
状
況
を
確
認
す
る
は
ず
で
あ
る
と
し
、

ま
た
、
被
告
人
が
、
飲
酒
検
知
後
警
察
官
か
ら
質
問
を
受
け
た
際
、
質
問
事
項
に
は
答
え
、
完
全
に
倒
れ
込
む
こ
と
が
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
も
、
肩
や
頭
が
左
右
に
揺
れ
た
り
、

腰
が
徐
々
に
前
に
ず
れ
て
き
て
座
っ
て
い
る
姿
勢
が
崩
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
し
て
、
い
ず
れ
も
﹁
被
告
人
が
﹃
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
に
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
し
た
の
は
合
理
的
な
判
断
で
あ
る
と
す
る
。

（
24
）　

岡
野
・
前
掲
註
（
18
）
二
三
七
頁
。

（
25
）　

星
・
前
掲
註
（
21
）
一
五
四
頁
。

（
26
）　

井
田
良
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
立
法
論
的
・
解
釈
論
的
検
討
﹂
法
律
時
報
七
五
巻
二
号
三
四
頁
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
早
渕
宏
毅
﹁
危
険
運
転
致
死
罪
の
成
否
が
問
題
と

な
っ
た
事
例
（
い
わ
ゆ
る
福
岡
三
児
死
亡
事
故
最
高
裁
決
定
）﹂
捜
査
研
究
六
一
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
七
頁
。

（
27
）　

井
上
ほ
か
・
前
掲
註
（
13
）
六
八
頁
。

（
28
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
一
四
号
三
一
六
頁
（
千
葉
地
裁
平
成
一
八
年
二
月
一
四
日
判
決
の
解
説
記
事
）。

（
29
）　

岡
野
・
前
掲
註
（
18
）
二
四
二
頁
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
漆
畑
・
前
掲
註
（
18
）
六―

七
頁
。

（
30
）　

ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
式
計
算
法
に
よ
る
体
内
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
は
、
那
須
・
前
掲
註
（
19
）
一
〇
一―

一
〇
二
頁
。

（
31
）　

た
だ
し
、
判
決
文
中
に
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
式
計
算
法
を
用
い
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。

（
32
）　

那
須
・
前
掲
註
（
19
）
九
八―

一
〇
〇
頁
。

（
33
）　

そ
の
他
、
飲
酒
検
知
の
結
果
、
被
告
人
の
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が
低
か
っ
た
事
案
（
事
故
三
時
間
半
経
過
後
に
実
施
し
た
飲
酒
検
知
で
呼
気
一
ℓ
中
〇
・
一
五
㎎
の
ア
ル

コ
ー
ル
が
検
出
さ
れ
た
）
に
つ
き
、
被
告
人
は
相
当
量
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂
取
し
、
そ
の
後
の
運
転
行
為
に
お
い
て
、
何
度
か
酒
の
酔
い
の
影
響
に
よ
り
事
故
を
起
こ
す
危
険

性
の
あ
る
運
転
を
し
て
い
る
こ
と
、
衝
突
の
際
、
衝
突
交
差
点
の
途
中
ま
で
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
危
険
運
転
致
死
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
判
例
と

し
て
、
仙
台
地
裁
平
成
一
八
年
一
〇
月
三
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
八
一
一
五
四
四
九
が
あ
る
。

（
34
）　

再
現
実
験
の
精
度
等
が
判
明
し
な
い
以
上
、
そ
の
当
否
の
判
断
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
一
般
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
式
計
算
法
に
お
い
て
も
、

飲
酒
検
知
管
で
判
明
し
た
量
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
が
被
告
人
の
体
内
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
検
察
側
の
主
張
に
は
十
分
に
合
理
性
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
と
し
て
、

城
祐
一
郎
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
影
響
に
よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
関
係
に
つ
い
て
（
下
）―

福
岡
の
幼
児
三
名
死
亡
事
故
事
件
を
題
材
と
し

て―

﹂
警
察
公
論
六
七
巻
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
一
頁
。

（
35
）　

な
お
、
田
原
反
対
意
見
は
、
被
告
人
が
飲
酒
検
知
前
に
多
量
の
飲
水
（
新
聞
報
道
で
は
一
ℓ
以
上
）
を
し
、
飲
酒
検
知
時
に
は
二
度
吹
き
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
検
査
結

一
三
八
二
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危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
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ー
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態
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同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
六
九

果
は
二
〇
％
程
度
上
昇
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
、
呼
気
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
〇
・
三
㎎
／
ℓ
、
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
〇
・
六
㎎
／
㎖
で
あ
っ
た
と
の
見
解
を
示
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
審
が
認
定
し
た
〇
・
五
㎎
／
ℓ
よ
り
も
高
い
数
値
と
な
る
が
、
こ
れ
で
も
﹁
微
酔
﹂
の
範
疇
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
多
数
意
見
は
、﹁
相
当
程
度

の
酩
酊
状
態
﹂
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
。

（
36
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、峰
ひ
ろ
み
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
ア
ル
コ
ー
ル
影
響
型
）
に
お
け
る
故
意
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
法
学
会
雑
誌
（
首
都
大
学
東
京
）
五
〇
巻
一
号
（
二

〇
〇
九
年
）
一
二
七―

一
二
八
頁
。

（
37
）　

危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
創
設
さ
れ
た
当
初
は
、﹁
四
輪
以
上
の
自
動
車
﹂
に
限
定
し
、
二
輪
車
を
除
外
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
二
輪
車
は
四
輪
以
上
の
自
動
車
と
比
較
す
る
と
、

た
と
え
大
型
で
あ
っ
て
も
重
量
に
お
い
て
格
段
に
軽
く
、
走
行
安
定
性
が
劣
る
た
め
、
自
ら
も
重
大
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
罪
に
当
た
る
よ
う
な
悪
質
・
危

険
な
運
転
を
し
て
重
大
な
死
傷
事
故
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
が
類
型
的
に
低
い
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
暴
走
族
の
大
型
自
動
二
輪
車
の
運
転
に

よ
る
信
号
無
視
や
妨
害
行
為
は
き
わ
め
て
悪
質
・
危
険
な
行
為
で
あ
り
、
二
輪
車
を
除
外
す
る
積
極
的
理
由
は
乏
し
い
こ
と
か
ら
、
平
成
一
九
年
の
改
正
に
よ
り
、﹁
自
動
車
﹂

に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
大
塚
仁
他
﹃
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
︹
第
二
版
︺
第
一
〇
巻
﹄
五
〇
三―

五
〇
四
頁
、
高
橋
則
夫
﹃
刑
法
各
論
﹄（
成
文
堂
、
二
〇

一
一
年
）
六
一
頁
。

（
38
）　

た
だ
し
、
行
為
者
に
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
行
為
者
が
正
常
な
運
転
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
の
評
価
ま
で
を
認
識
し

て
い
た
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
運
転
の
困
難
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
星
周
一
郎
﹁
危

険
運
転
致
死
傷
罪
に
お
け
る
故
意
・
過
失
の
意
義
と
そ
の
認
定
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇―

一
一
頁
。

（
39
）　

中
山
・
前
掲
註
（
22
）
一
一
頁
お
よ
び
一
八
頁
は
、
一
審
が
、
危
険
運
転
に
も
当
た
り
う
る
よ
う
な
限
界
事
例
に
つ
い
て
、
あ
え
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
否
定
し

た
点
は
謙
抑
的
な
対
応
と
し
て
注
目
す
べ
き
と
さ
れ
る
。

（
40
）　

本
庄
武
﹁
②
交
通
刑
法
の
動
向―

危
険
運
転
致
死
傷
・
自
動
車
運
転
致
死
傷
・
業
務
上
過
失
致
死
傷
﹂
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
研
究
一
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
七
頁
。

（
41
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
二
三
号
六
六
頁
（
本
件
控
訴
審
判
決
の
解
説
記
事
）。
こ
の
点
に
関
し
て
、
中
山
・
前
掲
註
（
22
）
一
五
頁
は
、﹁
運
動
能
力
﹂
が
保
持
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
前
方
注
視
能
力
﹂
だ
け
が
突
然
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
に
は
考
え
難
く
、﹁
異
常
な
危
険
運
転
﹂
状
態
に
至
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
段
階
で
﹁
前
方

注
視
能
力
﹂
が
低
下
し
た
こ
と
を
示
す
独
立
の
証
拠
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
べ
き
と
さ
れ
る
。

（
42
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
二
三
号
六
七
頁
。

（
43
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
植
松
立
郎
﹁
酩
酊
に
よ
っ
て
﹃
運
転
操
作
そ
の
も
の
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
顕
著
に
示
す
﹄
事
実
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
に
お
い
て
、

予
備
的
訴
因
で
あ
る
脇
見
を
過
失
と
す
る
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
一
審
判
決
を
事
実
誤
認
を
理
由
に
破
棄
し
、
本
位
的
訴
因
で
あ
る
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に

一
三
八
三
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志
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六
五
巻
四
号�

四
七
〇

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
二
審
判
決
の
結
論
が
上
告
で
維
持
さ
れ
た
事
例
﹂
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
三
頁
。

（
44
）　

早
渕
・
前
掲
註
（
26
）
四
九
頁
。
な
お
、
大
谷
裁
判
官
は
、﹁（
被
告
人
は
、
先
行
す
る
被
害
車
両
を
衝
突
の
約
九
秒
前
ま
で
に
認
識
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
の
に
、）
被
告

人
が
と
に
か
く
約
一
秒
前
ま
で
被
害
車
両
を
発
見
、
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
こ
そ
、
本
件
事
故
当
時
の
被
告
人
の
尋
常
で
は
な
い
心
身
の
状
態
が
う
か
が
わ
れ
る
と
考

え
る
。
⋮
。
こ
れ
は
単
な
る
﹃
よ
そ
見
﹄
や
﹃
考
え
事
﹄
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
著
し
い
と
い
う
べ
き
程
度
の
注
意
能
力
の
弛
緩
、
判
断
能
力
の
鈍
麻
を
認
め

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
﹂
と
し
、
さ
ら
に
被
告
人
の
飲
酒
状
況
や
酩
酊
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、﹁
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
み
て
、
前
記
の
著
し
い
注
意
能
力
の
弛

緩
等
の
原
因
は
、
多
数
意
見
の
と
お
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
影
響
以
外
に
は
考
え
難
い
﹂
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
45
）　

な
ぜ
な
ら
、
道
路
の
横
断
勾
配
は
、
普
通
道
路
、
高
速
道
路
を
問
わ
ず
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
道
路
に
付
す
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
（
道
路
法
三
〇

条
一
項
五
号
及
び
同
条
二
項
に
基
づ
く
道
路
構
造
令
二
四
条
）、
本
件
現
場
付
近
の
道
路
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
動
車
運
転
者
で
あ
れ
ば
意
識
的
か
否
か
は
と
も
か

く
通
常
問
題
な
く
対
応
し
て
走
行
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
脇
見
を
す
る
と
そ
れ
だ
け
で
対
応
で
き
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
七
三
号
一
三
六―

一
三
七

頁
（
本
件
最
高
裁
決
定
の
解
説
記
事
）。

（
46
）　

本
件
被
告
人
の
故
意
に
関
し
て
、
酒
気
を
帯
び
て
い
る
状
態
を
行
為
者
が
認
識
し
て
、
注
意
力
散
漫
で
脇
見
を
し
た
と
い
え
る
ぐ
ら
い
の
認
識
で
よ
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、

植
村
・
前
掲
註
（
43
）
一
〇
七
頁
、
自
白
が
な
く
て
も
、
当
然
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
状
況
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
故
意
の
内
容
と
し
て
の
認
識
は
認
定
し
う
る
と
す
る
見

解
と
し
て
、
城
・
前
掲
註
（
34
）
四
四
頁
。

（
47
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
七
三
号
一
三
七―

一
三
八
頁
。
こ
の
最
高
裁
の
結
論
に
つ
い
て
、
唐
木
智
規
﹁
飲
酒
酩
酊
状
態
で
車
両
を
運
転
し
て
先
行
車
両
に
衝
突
し
、
幼
児
三
名

を
死
亡
さ
せ
る
な
ど
し
た
運
転
行
為
に
つ
き
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
﹂
警
察
公
論
六
七
巻
六
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
五
頁
は
、﹁
被
告
人
が
、
約
八
秒

も
の
間
前
方
を
進
行
す
る
被
害
車
両
を
発
見
、
認
識
せ
ず
に
時
速
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
自
車
を
走
行
さ
せ
て
い
た
と
い
う
、
お
よ
そ
正
常
な
身
体
の
状
態
に
あ
る
運
転

者
で
あ
れ
ば
考
え
難
い
異
常
な
運
転
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
被
告
人
の
酩
酊
状
況
も
考
慮
す
れ
ば
、
被
告
人
が
﹃
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難

な
状
態
﹄
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
﹂
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
同
様
の
見
解
と
し
て
、
早
渕
・
前
掲
註
（
26
）
四
九
頁
も
、﹁
田
原
裁
判
官
の
反
対
意

見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
般
的
な
前
方
不
注
視
に
よ
る
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
事
案
に
お
い
て
も
、
前
方
を
注
視
し
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す

べ
き
注
意
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
が
過
失
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
上
記
判
旨
で
指
摘
さ
れ
た
状
態
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が

ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
の
境
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
少
な
く
と
も
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
約
八
秒
間
に
も
わ
た

り
、
特
段
の
理
由
も
な
く
前
方
を
見
な
い
ま
ま
時
速
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
自
動
車
を
走
行
さ
せ
る
行
為
が
、
通
常
の
運
転
者
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
危
険
か
つ
異
常
な

行
為
で
あ
る
こ
と
は
一
般
の
社
会
常
識
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
正
常
な
運
転
行
為
か
ら
の
逸
脱
の
程
度
の
大
き
さ
が
、
そ
れ
が
ア
ル
コ
ー
ル

一
三
八
四
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危
険
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う
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﹂
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同
志
社
法
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六
五
巻
四
号�

四
七
一

の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
く
推
認
さ
せ
る
と
と
も
に
、
瞬
間
的
な
不
注
意
と
は
異
な
る
﹃
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
﹄
に
あ
っ
た
こ
と
を
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
﹂
と
さ
れ
る
。

（
48
）　

た
だ
し
、
大
谷
補
足
意
見
は
、
本
件
の
場
合
、
事
故
現
場
に
至
る
道
は
被
告
人
の
通
勤
経
路
で
あ
り
、
熟
知
し
て
い
る
道
路
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
と
さ
れ
る
。
同
様
に
、
城
・
前
掲
註
（
34
）
四
〇
頁
も
、
走
り
慣
れ
た
道
路
か
一
般
人
よ
り
運
転
困
難
性
が
低
い
か
等
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
正
常
な
運
転
が
困

難
で
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
で
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
さ
れ
る
。

（
49
）　

植
村
・
前
掲
註
（
43
）
一
〇
七
頁
。

（
50
）　

植
村
・
前
掲
註
（
43
）
一
〇
三
頁
。

（
51
）　

た
と
え
ば
、
植
村
・
前
掲
註
（
43
）
一
〇
五―

一
〇
六
頁
。

（
52
）　

吉
浪
正
洋
﹁
相
当
程
度
の
酩
酊
状
態
に
あ
り
な
が
ら
も
、
運
動
能
力
や
知
覚
能
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
直
接
示
す
具
体
的
な
事
実
が
認
定
で
き
な
い
被
告
人
に
つ
い
て
、

酩
酊
危
険
運
転
に
よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
（
刑
法
二
〇
八
の
二
第
一
項
）
の
要
件
で
あ
る
﹃
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
﹄
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂

研
修
七
六
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
三
八
頁
。

（
53
）　

本
庄
・
前
掲
註
（
22
）
一
四
九
頁
。

（
54
）　

黒
田
勇
樹
﹁
飲
酒
酩
酊
状
態
に
あ
っ
た
被
告
人
が
直
進
道
路
に
お
い
て
高
速
で
自
動
車
を
運
転
中
、
先
行
車
両
に
追
突
し
、
幼
児
三
名
を
死
亡
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
両
親
に

傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
前
方
を
注
視
し
て
そ
こ
に
あ
る
危
険
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ

た
と
し
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
交
通
事
故
判
例
速
報
四
七
巻
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
八―

一
九
頁
。
そ
の
他
、﹁
八
秒
程
度
に
わ
た
っ
て

被
害
車
両
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
事
実
の
原
因
・
理
由
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
態
様
の
択
一
認
定
は
許
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、

植
村
・
前
掲
註
（
43
）
一
〇
四
頁
。

（
55
）　

星
・
前
掲
註
（
21
）
一
五
四
頁
。

（
56
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
七
三
号
一
三
八
頁
。
本
決
定
は
、
悪
質
交
通
事
犯
へ
の
適
正
な
処
罰
を
求
め
る
国
民
世
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
立
法
趣
旨
を
踏
ま

え
た
上
で
の
、
経
験
則
・
論
理
則
に
基
づ
く
事
実
認
定
の
あ
り
方
や
、
認
定
事
実
に
基
づ
く
合
理
的
な
解
釈
の
あ
り
方
の
指
針
を
示
し
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

肯
定
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
星
・
前
掲
註
（
21
）
一
五
四
頁
。
本
件
一
審
判
決
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
り
、
今
回
同
様
に
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら

れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
二
審
が
論
理
則
、
経
験
則
等
の
違
反
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
事
実
誤
認
を
理
由
と
し
て
本
件
同
様
に
一
審
判
決
を
破
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、

最
高
裁
で
も
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
疑
念
の
余
地
も
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
に

一
三
八
五
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同
志
社
法
学　

六
五
巻
四
号�

四
七
二

危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
い
う
﹁
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な 

状
態
﹂
の
意
義

な
る
か
ら
、
本
件
は
、
事
実
認
定
の
相
対
性
を
検
討
す
る
視
点
か
ら
も
参
考
と
な
り
得
る
事
例
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
と
評
す
る
も
の
と
し
て
、
植
村
・
前
掲
註
（
43
）
一

〇
五
頁
。

（
57
）　

豊
田
兼
彦
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
た
事
例
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
一
頁
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
適
用
に
は
疑
問
が
あ

る
と
し
、
危
険
運
転
と
酒
酔
い
運
転
と
の
区
別
を
一
層
困
難
に
し
、
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、﹁
酒
酔
い
運
転
プ
ラ
ス
死
傷
事
故
イ
コ
ー
ル
本
罪
﹂
と
い
う
不
当
な
結

果
に
至
る
お
そ
れ
を
内
在
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
本
決
定
を
、
処
罰
の
必
要
性
か
ら
構
成
要
件
の
解
釈
が
無
限
定
に
広
が
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
と
評
す
る
も
の
と
し

て
、
黒
田
・
前
掲
註
（
54
）
二
〇
頁
。
裁
判
官
の
間
で
す
ら
意
見
が
鋭
く
対
立
す
る
限
界
的
な
事
例
に
お
い
て
、
世
論
に
流
さ
れ
安
易
に
本
罪
の
適
用
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

厳
格
な
解
釈
を
旨
と
す
る
罪
刑
法
定
主
義
に
悖
り
、
か
え
っ
て
国
民
の
不
信
感
を
招
く
お
そ
れ
も
生
じ
る
。
結
論
的
に
本
決
定
に
は
こ
う
し
た
懸
念
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
と
評
す
る
も
の
と
し
て
、
本
庄
・
前
掲
註
（
22
）
一
四
八
頁
。

（
58
）　

早
渕
・
前
掲
註
（
26
）
四
七
頁
。

（
59
）　
﹁
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
案
﹂
は
、二
〇
一
三
年
四
月
一
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、第
一
八
三
回
国
会
（
常
会
）
に
提
出
し
、

同
年
一
一
月
二
〇
日
に
可
決
、
成
立
し
た
。
同
法
案
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
下
記U

R
L

か
ら
参
照
で
き
る
。http://w

w
w

.m
oj.go.jp/keiji1/keiji12_00081.htm

l.

法
務
省

法
制
審
議
会―

刑
事
法
（
自
動
車
運
転
に
係
る
死
傷
事
犯
関
係
）
部
会
の
検
討
内
容
に
つ
い
て
は
、
下
記U

R
L

か
ら
参
照
で
き
る
。http://w

w
w

.m
oj.go.jp/shingi1/

shingikai-keijihou.htm
l.

（
60
）　

本
法
案
を
批
判
的
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
﹁﹃
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
案
﹄
に
関
す
る
意
見
書
﹂

（
二
〇
一
三
年
五
月
九
日
）http://w

w
w

.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130509_2.pdf.

本
法
案
を
比
較
法
的
視
点
か
ら
検
討
す
る

も
の
と
し
て
、
川
本
哲
郎
﹁
交
通
犯
罪
処
罰
の
動
向
﹂
同
志
社
法
学
三
五
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
。

一
三
八
六




